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   第 ３ 回   熊本県議会 決算特別委員会会議記録 

 

平成23年10月14日(金曜日) 

            午前９時59分開議 

            午前10時58分休憩 

            午後０時59分開議 

            午後２時３分休憩 

            午後２時12分開議 

            午後２時49分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 議案第48号 平成22年度熊本県一般会計歳 

  入歳出決算の認定について 

 議案第65号 平成22年度熊本県病院事業会 

  計決算の認定について 

 議案第66号 平成22年度熊本県電気事業会 

  計決算の認定について 

 議案第67号 平成22年度熊本県工業用水道 

  事業会計決算の認定について  

 議案第68号 平成22年度熊本県有料駐車場 

  事業会計決算の認定について 

――――――――――――――― 

出席委員(11人) 

        委 員 長 藤 川 隆 夫 

        副委員長 守 田 憲 史 

        委  員 村 上 寅 美 

        委  員 早 川 英 明 

        委  員 岩 下 栄 一 

        委  員 城 下 広 作 

        委  員 鎌 田   聡 

        委  員 田 代 国 広 

        委  員 松 岡   徹 

        委  員 渕 上 陽 一 

        委  員 髙 木 健 次 

欠席委員（２人） 

        委  員 松 田 三 郎 

        委  員 池 田 和 貴 

委員外議員（なし） 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 企画振興部 

         部 長 坂 本      基 

  総括審議員兼政策審議監 河 野   靖  

      総括審議員兼 

   交通政策・情報局長 小 林   豊 

   地域・文化振興局長 宮 尾   尚 

         企画課長 坂 本   浩 

      地域振興課長 佐 藤 伸 之 

        政策監兼 

 新幹線元年戦略推進室長 本 坂   道 

       文化企画課長 富 永 正 純 

        政策監兼 

 文化・世界遺産推進室長 吉 永 明 彦 

 川辺川ダム総合対策課長 津 森 洋 介 

      交通対策課長 中 川   誠 

      情報企画課長 古 谷 秀 晴 

           統計調査課長  佐 伯 康 範 

 企業局 

         局 長 川 口 弘 幸 

   次長兼総務経営課長 古 里 政 信 

        工務課長 福 原 俊 明 

    発電総合管理所長 武 田 裕 之 

 病院局 

     病院事業管理者 横 田   堅

         総院長 岩 谷 典 学

    首席審議員兼院長 濵 元 純 一

      総務経営課長 田 原 牧 人 
――――――――――――――― 

出納局職員出席者 

  会計管理者兼出納局長 中 山   寛 

  首席審議員兼会計課長 田 上   勲 

――――――――――――――― 

監査委員事務局職員出席者 

         局 長 本 田 惠 則 
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   首席審議員兼監査監 山 中 和 彦 

         監査監 藤 本 耕 二 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

     議事課課長補佐 井   隆 彦 

     議事課課長補佐 上 野 弘 成 

     議事課課長補佐 津 川 尚 美 

――――――――――――――― 

  午前９時59分開議 

○藤川隆夫委員長 それでは、ただいまから

第３回決算特別委員会を開会いたします。 

 本日は、初めに企画振興部の審査を行い、

その後、午後１時から企業局、病院局の審査

を行うこととしております。 

 それでは、これより企画振興部の審査を行

います。 

 まず、企画振興部長から総括説明を行い、

続いて担当課長から順次説明をお願いいたし

ます。 

 初めに、坂本企画振興部長。 

 

○坂本企画振興部長 おはようございます。 

 平成22年度決算の御説明に先立ちまして、

前年度の決算特別委員会において御指摘のあ

りました施策推進上改善または検討を要する

事項等のうち、当部関係につきまして、その

後の措置状況を御報告いたします。 

 指摘事項は「電子申請は年間１億6,000万

円の運用経費がかかっているが、現在のアク

セス件数では費用対効果が十分とれていな

い。電子申請は、行政コストの削減と県民の

利便性向上が目的であることから、引き続き

普及促進を図ること。」でございます。 

 電子申請につきましては、県と県下全市町

村で構成する電子自治体共同運営協議会にお

きまして、利用目標数を掲げ、利活用セミナ

ーや操作研修説明会を開催するなど、利用促

進に努めておりまして、隔年実施の申請手続

の実施年であったこともございましたが、前

年度比約83％増の５万2,699件となっており

ます。 

 また、当協議会におきまして、システムの

更新に合わせて費用対効果の改善策を協議

し、自前のシステムから民間のシステムを利

用する方式とすることにより、運用経費を年

間665万3,000円へと大幅に削減いたしまし

た。 

 今後とも、さらなる費用対効果の改善に向

けて、庁内関係課や市町村と連携し、県民へ

の周知、広報に努め、利用促進を図ってまい

ります。 

 引き続きまして、平成22年度決算について

御説明申し上げます。 

 配付しておりますお手元の決算特別委員会

説明資料１ページの平成22年度歳入歳出決算

総括表により御説明いたします。 

 歳入につきましては、収入済み額30億5,70

0万円余となっており、不納欠損額、収入未

済額はございません。 

 また、歳出につきましては、支出済み額が

65億4,000万円余、翌年度繰越額が9,200万円

余、不用額が６億3,000万円余となっており

ます。 

 不用額の主なものは、補助事業の事業費確

定に伴う執行残、経費削減等による執行残で

ございます。 

 詳細につきましては各課長が説明いたしま

すので、よろしく御審議いただきますようお

願いいたします。 

 

○坂本企画課長 企画課でございます。 

 決算状況の説明に先立ち、本年度の監査委

員による定期監査の結果につきまして御報告

いたします。 

 企画振興部の各課ともに公表事項はござい

ません。 

 それでは、決算状況につきまして、お手元

の決算特別委員会説明資料により御説明いた

します。資料の２ページをお願いいたしま

す。 
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 歳入でございますが、使用料及び手数料、

財産収入及び諸収入のいずれも不納欠損額、

収入未済額はありません。 

 主な収入ですが、使用料及び手数料につき

ましては、銀座熊本館内にある社団法人熊本

県物産振興協会の年間使用料等でございま

す。 

 財産収入につきましては、東京事務所職員

の借り上げ宿舎本人負担分等でございます。 

 次に、歳出について御説明いたします。資

料の３ページをお願いいたします。 

 予算現額６億1,057万円余に対し、支出済

み額５億7,826万円余となっております。不

用額は3,231万円余でございます。 

 総務管理費は、東京事務所分の歳出になり

ます。 

 一般管理費につきましては、時間外勤務手

当等でございます。不用額はございません。 

 次の諸費につきましては、東京事務所職員

給与、管理運営費及びくまもとの夢首都圏戦

略事業費でございます。不用額は執行残でご

ざいます。 

 続きまして、企画費ですが、企画課分の歳

出になります。 

 企画総務費につきましては、企画課職員の

給与費及び各種の手当でございます。不用額

は執行残でございます。 

 次の計画調査費ですが、これは、備考欄に

あります「くまもとの夢」政策推進事業、広

域開発行政促進事業等に係る経費でございま

す。 

 なお、不用額の主なものにつきましては

「くまもとの夢」政策推進事業の執行残でご

ざいます。 

 この事業には、調査研究委託を行う政策企

画事業とくまもと未来会議の開催経費が含ま

れております。政策企画事業につきまして

は、年度途中で発生した課題等に迅速に対応

するための待ち受け的な予算でございます。

調査研究が必要な事案が当初見込みよりも少

なかったこと、また、くまもと未来会議につ

きましては、当初３回の開催を予定しており

ましたが、東日本大震災の発生に伴い、３月

18日開催分を中止し、２回の開催となったこ

と等で執行残が生じたものでございます。 

 以上、御審議よろしくお願いいたします。 

 

○佐藤地域振興課長 地域振興課でございま

す。 

 組織改正によりまして、本年度から新幹線

元年戦略推進室が地域振興課の課内室となり

ましたので、同室の決算状況につきまして

も、一括して私の方から御説明いたします。 

 初めに、地域振興課の決算状況について御

説明いたします。 

 まず、歳入でございますが、資料の４ペー

ジをお願いいたします。 

 手数料でございますが、不動産の鑑定評価

に関する法律に基づく不動産鑑定業者登録手

数料、これは、新規２件、更新11件、登録証

明12件でございまして、不納欠損、収入未済

額はございません。 

 次に、国庫補助金でございますが、離島体

験滞在交流促進事業費補助につきましては、

天草市が行いました御所浦島開発総合センタ

ーのバリアフリー化に対する国庫補助金でご

ざいます。 

 また、特定地域振興対策事業費補助につき

ましては、水俣・芦北地域の環境学習事業等

を実施いたします水俣・芦北地域環境フィー

ルドミュージアムプロジェクトに対する国庫

補助金でございます。ともに不納欠損、収入

未済額はございません。 

 次に、財産収入でございますが、熊本市の

排水管埋設等に係る万日山県有地の貸付料で

ございまして、不納欠損、収入未済額はござ

いません。 

 次に、諸収入でございます。 

 貸付金元利収入５億9,076万円余につきま

しては、平成11年度から平成17年度に貸し付
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けました地域総合整備資金貸付金、ふるさと

融資でございますが、この回収金でございま

す。 

 また、雑入は、財団法人空港環境整備協会

からの熊本空港の環境整備に係る交付金等で

ございます。ともに不納欠損、収入未済額は

ございません。 

 次に、歳出について御説明いたします。資

料の５ページをお願いいたします。 

 一般管理費につきましては、時間外勤務手

当、特別配当分でございまして、不用額はご

ざいません。 

 次に、企画総務費でございますが、地域振

興課職員23名分の職員給与費でございまし

て、不用額は執行残でございます。 

 次に、計画調査費でございますが、これ

は、備考欄に記載しておりますふるさとづく

り推進事業貸付金や地域振興総合補助金、土

地利用対策事業などの執行経費でございま

す。 

 不用額1,605万円余につきましては、各事

業の執行に際しての入札の執行残あるいは経

費節減によるものでございます。 

 引き続き、新幹線元年戦略推進室の決算状

況について御説明いたします。資料の６ペー

ジをお願いいたします。 

 歳出でございます。 

 一般管理費につきましては、時間外勤務手

当、特別配当分でございまして、不用額はご

ざいません。 

 次に、企画総務費でございますが、新幹線

元年戦略推進室９名分の職員給与費でござい

まして、不用額は執行残でございます。 

 次に、計画調査費でございますが、備考欄

に記載しております新幹線くまもと創り推進

事業、新幹線元年戦略推進事業などの執行経

費でございます。 

 不用額1,809万円余につきましては、３月1

1日に発生いたしました東日本大震災の影響

によりますイベントの中止に伴うものあるい

は各事業の執行に伴う入札の執行残、また経

費節減によるものでございます。 

 以上、御審議のほどよろしくお願いをいた

します。 

 

○富永文化企画課長 文化企画課でございま

す。次の７ページをお願いいたします。 

 歳入でございます。 

 まず、使用料及び手数料でございますけれ

ども、これは県立劇場の施設使用料、駐車場

使用料等でございます。不納欠損額、収入未

済額はございません。 

 予算現額と収入済み額との差340万円余に

つきましては、工事に伴う休館、口蹄疫や東

日本大震災による公演中止により、使用料収

入が当初見込みより下回ったことによるもの

でございます。 

 次の国庫支出金でございますが、国からの

緊急経済対策事業として実施しました県立劇

場の改修事業等に対する交付金収入でござい

ます。 

 予算現額との差7,700万円余につきまして

は、平成22年度２月補正に計上いたしました

事業を全額繰り越したため、翌年度収入とな

ったものでございます。 

 次の諸収入でございますが、これは県芸術

文化祭オープニングステージ実施に対します

財団法人地域創造からの助成金等でございま

す。 

 次の８ページをお願いいたします。 

 歳出でございます。 

 企画総務費は、職員15人の職員給与費で、

不用額は時間外手当等の執行残でございま

す。 

 次に、計画調査費でございますが、備考欄

に記載しております熊本県芸術文化祭推進事

業等の執行経費でございます。 

 不用額の970万円余は、入札や事務経費の

節減などに係ります執行残でございます。 

 なお、繰越額の9,290万円余につきまして
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は、もう一つの附属資料の１ページの方をお

願いいたします。 

 平成22年度繰越事業調べでございますけれ

ども、２月補正で計上いたしました国からの

緊急経済対策に伴います県立劇場の改修工事

等につきまして、年度内に工期の確保ができ

ませんで、繰り越しをしたものでございま

す。 

 なお、県立劇場の施設整備では、現在の進

捗状況がゼロとなっておりますけれども、県

立劇場では、空調工事を来年７月から３月に

かけて休館して行う予定にしておりまして、

この工事も、利用者が利用できない日をなる

べくふやさないようにということで、その休

館時期に合わせて行うことにしているためで

ございます。 

 以上、御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

○津森川辺川ダム総合対策課長 川辺川ダム

総合対策課でございます。資料の９ページを

お願いいたします。 

 歳入でございますが、財産収入、繰入金及

び諸収入のいずれも不納欠損額、収入未済額

はございません。 

 主な収入でございますが、繰入金に6,331

万円余があります。これは、五木村振興基金

から五木村振興に係る事業であります五木村

振興交付金交付事業の財源に充てるために、

基金から一般会計に繰り入れたものでござい

ます。 

 次に、歳出について御説明いたします。資

料の10ページをお願いいたします。 

 予算現額の３億6,518万円余に対し、支出

済み額３億4,625万円余となっております。

なお、不用額は1,893万円余でございます。 

 企画総務費は、職員給与費及び各種の手当

に係る経費であり、不用につきましては執行

残でございます。 

 続きまして、計画調査費でございますが、

これは備考欄の事業の概要に記載した事業な

どに関する経費でございます。主な事業を申

し上げますと、川辺川ダム総合対策事業、五

木村振興交付金交付事業などに係る経費でご

ざいます。 

 なお、不用額は、五木村振興交付金交付事

業におけます有害鳥獣被害対策事業の国など

の補助金の増加、また委託事業の入札残など

に伴います五木村振興交付金の執行残などで

ございます。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

 

○中川交通政策課長 交通政策課でございま

す。資料の11ページをお願いいたします。 

 歳入でございます。 

 交通政策課につきましては、不納欠損額及

び収入未済額はございません。 

 内容を説明いたします。 

 まず、使用料につきましては、阿蘇くまも

と空港内格納庫の使用料でございます。 

 次に、財産収入でございます。これは阿蘇

くまもと空港周辺県有地の貸付料及び熊本空

港ビルディング等からの配当金収入でござい

ます。 

 次に、諸収入でございます。これは空港関

連整備事業に対する助成金でございます。 

 12ページをお願いいたします。 

 まず、一般管理費につきましては、時間外

勤務手当でございます。不用額はございませ

ん。 

 次に、企画総務費ですが、当課18人の職員

給与費で、不用額は執行残でございます。 

 次に、計画調査費でございますが、備考欄

の事業の概要のとおり、新幹線建設促進、地

方公共交通対策、阿蘇くまもと空港国際線振

興対策等の執行経費でございます。 

 不用額の650万円余につきましては、入札

や経費節減等に伴う執行残でございます。 

 以上、御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 
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○古谷情報企画課長 情報企画課でございま

す。 

 情報企画課の決算状況について御説明いた

します。説明資料の13ページをお願いいたし

ます。 

 歳入につきましては、不納欠損額、収入未

済額ともにございません。 

 歳入の主なものについて御説明いたしま

す。 

 ４段目の電気通信格差是正事業費補助は、

情報通信格差是正のため、11市町村が国の経

済危機対策を活用しまして実施しました携帯

電話基地局の整備事業に対する国庫補助でご

ざいまして、予算額との差は、実績に基づい

て確定額が予算額を下回ったものでございま

す。 

 次に、表の一番下の共同システム運営受託

収入でございますが、県と市町村が共同で開

発、運用し、よろず申請本舗として周知を図

っております電子申請システム及び汎用型地

理情報システム、いわゆるＧＩＳシステムで

すけれども、これに係る経費の市町村負担金

でございます。 

 次に、14ページの方をお願いいたします。 

 下から３段目の雑入でございますけれど

も、これは企業局並びに病院局の庁内情報シ

ステム利用に係る負担金及び庁内イントラネ

ット掲示等への企業広告収入でございます。 

 次に、15ページの歳出について御説明をい

たします。 

 表の中ほど、人事管理費で2,000万円余の

不用額が生じておりますけれども、これは経

費節減及び入札の執行残でございます。 

 次に、表の一番下の計画調査費で４億8,00

0万円余の不用額が生じておりますが、内訳

は、電気通信格差是正事業に係ります市町村

補助金につきまして、実績に基づき確定額が

予算額を下回ったことにより減額になったも

のが約４億7,000万円で、そのほかは経費節

減及び入札執行残でございます。 

 以上、御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

○佐伯統計調査課長 統計調査課の佐伯でご

ざいます。よろしくお願いいたします。 

 資料の16ページをお願いいたします。 

 まず、歳入でございますが、資料の16ペー

ジ前段の国庫支出金は、統計調査に係る国の

委託金でございますが、いずれも不納欠損額

及び収入未済額はございません。 

 次に、18ページをお願いいたします。 

 中段ほどの諸収入は、県の預金利子、年度

後返納でございます。年度後返納について

は、職員の扶養手当、期末手当等の返納及び

平成21年度市町村交付金の精算に伴う返納分

でございまして、いずれも不納欠損額及び収

入未済額はございません。 

 続きまして、歳出でございます。19ページ

をお願いいたします。 

 統計調査費でございますが、統計調査総務

費は職員35名の給与費等でございます。 

 なお、不用額653万7,000円は、人件費の執

行残及び経費節減に伴う執行残でございま

す。 

 委託統計費は、国からの委託統計調査の執

行経費でございます。 

 不用額1,733万円は、国勢調査等市町村交

付金の精算に伴う返還及び入札や経費節減等

に伴う執行残でございます。 

 単県統計費は、県民経済所得推計調査等の

県単独の調査及び統計年鑑等の刊行物の作成

に要した経費でございます。 

 不用額82万5,000円は、経費節減に伴う執

行残でございます。 

 以上が統計調査課分の決算でございます。

御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○藤川隆夫委員長 以上で企画振興部の説明

が終わりましたので、質疑に入りたいと思い
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ますが、質問される先生方も、質問の内容に

ついては簡潔に、明瞭に質問していただきた

いと思いますし、また、執行部におかれまし

ても、明確な答弁を簡潔にお願いしたいと思

います。よろしくお願いします。 

 それでは、質疑に入ります。質疑はだれか

ありませんか。 

 

○鎌田聡委員 済みません、何か部長の説明

の中で、電子申請の運用経費が１億6,000万

円かかっていたのが、自前のシステムから民

間システムを利用する方式によって665万円

ですか、になったということで、大幅ですよ

ね。削減できましたとありますが、どういっ

たやり方でこれだけ下がったのかというのを

教えていただきたいと思いますけれども。 

 

○古谷情報企画課長 情報企画課でございま

す。 

 この電子申請につきましては、平成17年の

３月から運用を開始いたしておりまして、５

年間の契約期間で、これは平成16年度から平

成20年度までですけれども、システムの開

発、それから運用、こういったものを行って

まいりまして、平成21年度、この５年間が切

れた後、21年度からは、機器の耐用年数等を

勘案しまして、コストを下げまして２年間の

延長を行ってきたという状況でございます。 

 これまでは、システムを自己構築というこ

とでみずから開発をして、その開発経費、そ

れからハードウエアもリースということで、

自前で持つということでサーバーの保守、管

理、そういったものを行ってまいったわけで

すけれども、ことしの４月25日からＡＳＰ方

式ということで、これはアプリケーション・

サービス・プロバイダーと訳しますけれど

も、民間が独自にシステムを開発いたしてお

りまして、その開発した市販のパッケージさ

れたソフトということになりますけれども、

それを利用するということに切りかえたとい

うことになります。 

 また、あわせて民間が所有していますサー

バー、これも、私たちのサーバーではなく

て、民間のサーバーを専用回線を通じて利用

するということで、そういった運用経費等も

削減ができたという状況でございます。 

 また、この市販のパッケージですけれど

も、これを県内部で独自に加工する、いわゆ

るカスタマイズといいますけれども、そうい

ったことを行いますとまたコストがかかりま

すので、そういったことを一切行わないで、

パッケージをそのまま使うこととしたという

ことで、大幅に運営経費を削減することがで

きたというように考えております。 

 それから、現在、その電子申請システムと

いうのは、ＮＥＣ製のものなんですけれど

も、こうした市販パッケージソフトが、大体

平成21年、22年ごろに全国の多くの都道府県

が取り入れたということもございますので、

そういう意味では、いわゆる割り勘効果とい

うものもあったのではないかというふうに考

えているところでございます。 

 以上でございます。 

 

○鎌田聡委員 状況はわかりましたけれど

も、これだけの運用経費が圧縮、削減できた

わけでありますので、当初の開発のところか

らこういったやり方はできなかったのかどう

か、それと、２年間延長してまでずっとやっ

てこられた部分の、自前でやられた部分の経

費だとか、ハードウエアだとか、そういった

ものはむだになっているんじゃないかなとち

ょっと思うんですけれども、どうなんですか

ね。 

 

○古谷情報企画課長 まず、これまでの開発

で――実際に運用開始したのが平成17年の３

月ということで、契約期間というのは平成16

年からということになっております。この平

成16年当時というのは、まだこういったＡＳ
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Ｐ方式、いわゆる民間が市販パッケージ、パ

ッケージソフトとして開発していなかったと

いう状況もございまして、本県の場合は開発

を行ったということでございます。現実に、

平成16年から20年、その５年間で開発、それ

から運用を行ってきたというような状況でご

ざいます。 

 それから、２年間の更新をしましてリース

をしたわけですけれども、それにつきまして

は、平成20年度までの契約で、21年度からの

更新を検討するに当たって、その20年度の段

階ではまだＡＳＰ方式を採用しているのが都

道府県では７県程度ということでございまし

て、その稼働状況等も確認しながらというこ

とで、その更新期間中に検討を行って、導入

している都道府県の状況等を調査しながら、

その導入について今年度から行ったというよ

うな状況でございます。 

 以上でございます。 

 

○鎌田聡委員 わかりましたけれども、た

だ、２年間延長する前に７県ぐらいが導入し

ていたということでありますので、これだけ

運用経費が圧縮されるやり方ですから、それ

はやっぱり即座に、その７県がやっていたと

いう前に、少しその辺の研究もされた上でや

るべきじゃなかったかなというふうに思いま

すので、ぜひ今後、いろんな情報等も収集し

ながら、新しい、また格安で安全な方式がで

きてくれば、そちらにやっぱり対応していく

と、そちらに乗りかえていくというような取

り組みも必要かと思いますので、ぜひいろん

なところに目配りをしながら、コスト削減で

の運用ということに向けて努力をしていただ

きたいと思います。 

 

○城下広作委員 関連で、ちょっと確認をさ

せていただきたいと思います。 

 よく電子申請で、今、ＰＣでアクセスはで

きて、書類をとることはできる、申請をする

と、結果的にはやっぱり持っていかなきゃい

けない、電子申請で返してもらうというもの

はなかなかないと。では、電子申請でメリッ

トというのは、最初の書類だけがただとれる

だけで、実際にやりとりはやっぱり出向いて

いくという形というのはなかなか――この電

子申請のメリットというのは、結果的にあん

まりないというようなのをよくいろんな企業

の方からも聞くんですよ。 

 実際に電子申請で申請して、要するに電子

で介して済むというような申請なんかはある

んでしょうか。大体どのぐらいの割合なの

か。もっとそういうのをふやすというような

ことはできないのか、考えていかれようとし

ているのか、その辺をちょっと伺いたいと思

います。 

 

○古谷情報企画課長 実際に、住民票の写し

ですとか、戸籍の付票の写しですとか、そう

いった交付申請になりますと、委員おっしゃ

るように、実際に申請をして、またその交付

を受けるという状況がございますけれども、

例えば薬事法の関係で、薬局の新規開設許可

とかあるいは変更手続、そういったものを届

けるということについては、この申請を行う

ということになります。 

 割合については、済みません、ちょっと

私、正確には把握しておりませんけれども、

今私どもで取り組んでいるのが、いわゆるイ

ベント関係になりますけれども、セミナーで

すとか、それから研修会ですとか、そういっ

たものに対する申し込みについて、このよろ

ず申請本舗を使っていただくということを昨

年度から力を入れておりまして、そのケース

が今急激に伸びております。 

 そういったことについては、簡易の申請と

いうことで、このよろず申請本舗について

は、ＩＤを取得して、そして申請することに

なりますけれども、そういったイベント系の

申請については、そういったＩＤ取得も不要
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ですし、簡易の申請ができるというようなこ

とで、そういった取り組みを今やっていると

ころでございます。 

 

○城下広作委員 なるべく電子申請のメリッ

トは、最終的にやっぱりデメリットのことを

避ける、いわゆる電子媒体でやりとりがで

き、申請がスムーズにいく、これが最大のメ

リットですから、この辺のことをたくさんあ

る程度やっぱり目標を持って進めていく、そ

うすると電子申請も利用度が高まる、これが

究極の目的じゃないかと思うので、これを心

がけて頑張っていただきたいと要望しておき

たいと思います。 

 

○藤川隆夫委員長 それじゃ、この件につい

て私からも１点。 

 民間サーバーは今利用されているというこ

とですけれども、もともとあった、県庁内に

サーバーがたしかあったと思うんですけれど

も、それは今どういうぐあいになっているか

ということと、費用対効果について、確かに

件数はふえておりますけれども、何件程度ア

クセスがあれば費用対効果として十分な状況

になるのか、お願いします。 

 

○古谷情報企画課長 サーバーにつきまして

は、リースで置かれておりましたので、その

リース期間が切れたということになります。 

 それから、件数、費用対効果になりますけ

れども、これはもう何件でペイするというこ

とではございませんけれども、現在、平成22

年度においては５万2,699件という数字が出

ておりまして、さらに、今年度に入りまして

システムを入れかえたということもございま

すので、少し厳しい状況はあるかなと思いま

すが、４月から９月までは２万8,695件とい

うことで、少し先ほども申し上げました研修

ですとか、それからセミナーですとか、そう

いったことの利用というものを今強く働きか

けた結果としては、昨年度並みのというよう

な――その２万8,000というのは、昨年度は

入札参加資格申請が１万4,912件ございまし

たけれども、これは隔年度実施ということに

なりますので、今年度がございませんので、

それを差し引きますと、昨年度ベースで行き

ますと、年間で３万7,787件という数字を見

ますと、まあ比較的昨年並みで今推移してい

るかなというふうには考えております。 

 

○藤川隆夫委員長 実は、監査委員のとき

に、このよろず申請のやつを見させていただ

いて、何百件の段階でとんでもない状況だっ

たわけですね。それで、その時点でも指摘さ

せてもらっておりますけれども、やはりこの

事業をやっていく上においては、やはり県民

のサービスが非常によくならなきゃいけない

わけですよ。城下委員もおっしゃられたよう

に、今の状況で本当にいいのかという不安を

やっぱりみんな抱えていると思います。 

 そういう意味においては、県民にきちっと

周知をして、これを県民が使えるようにして

もらわないと、多くの県民は、恐らくこうい

うことがあることすらまだ知らないと思うん

です。そういうことを含めてやっていっても

らわないと、何のためにこの事業をやってい

るかという話になりますので、ぜひその付近

の検証を含めて、広報活動も含めてやってい

っていただきたいと思っております。 

 この件を含めて、ほかに何かありません

か。 

 

○松岡徹委員 10ページと12ページの関係で

質問しますけれども、まず最初に、10ページ

の五木村の計画調査費の関係で問題意識を持

っているのですが、どんなことをやってとい

うか、どういう意図で、どんなことがこれで

なされたのかなというのを、ちょっと伺いた

いと思います。 
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○津森川辺川ダム総合対策課長 川辺川ダム

総合対策課でございます。 

 今御質問のございました計画調査費につい

てでございます。 

 ここでは、事業の概要を４つほど挙げさせ

ていただいております。一番最初の川辺川ダ

ム水没地域対策事業というものにつきまして

は、これは水源地域整備計画というのをつく

っております。これは国の法律に基づく計画

でございますが、これの進行管理等をやって

いるものでございます。 

 その次の川辺川ダム総合対策事業とその次

の五木村振興交付金交付事業でございますけ

れども、まず川辺川ダム総合対策事業につき

ましては、県と国とでつくっているふるさと

五木村づくり計画というのがございます。こ

れに基づく計画を推進するために係る経費で

ございます。その次の五木村振興交付金交付

事業につきましては、ふるさと五木村づくり

計画、今申し上げた計画を、実際に事業を推

進するための経費になります。 

 一番下の五木村振興基金積立金というの

は、これのもとになる基金でございます。 

 主となりますのが、その３つ目の五木村振

興交付金交付事業になりますが、県と村との

間で３つの大きな目標を掲げております。最

終的な目標につきましては、誇れる五木村を

つくるということでございますが、大きく３

つ柱がございまして、１つは働く場づくり、

もう一つが暮らしづくり、最後の１つがひと

づくりでございます。 

 働く場づくりにつきましては、例えば観光

だとか交流、こういうものを推進する事業と

いうのを設けております。暮らしづくりにつ

きましては、例えば安心して住み続けるため

の環境整備、例えばブロードバンドだった

り、あとは高齢者が安心して住み続けられる

環境整備ということで、例えば介護予防の教

室を開催したり、こういったものに取り組ん

でおります。人づくりでございますが、まず

五木村の方々と一緒になって、いろんなこう

いう取り組みを、取り組むための担い手の育

成、こういったことを実施しております。こ

の３つを大きな柱として、誇れる五木村づく

りに取り組んでいくということでございま

す。 

 以上です。 

 

○松岡徹委員 関連して、要望的な意見もち

ょっと述べさせていただきます。 

 僕は、この水没地域対策事業では、まさに

あそこの水没地ですね、代替地の下の。あそ

こを何とかせないかぬと。僕は、ちょこちょ

こ五木村には行くんだけれども、やっぱりあ

そこは非常に何とも言えない空間になってい

るわけですね。ところが、あそこは生かしよ

うによっては一番いい場所なんですよ、もと

もとは村の中心だったから。そういう点はど

うなのかなというのをまず伺いたいと。 

 それから、非水没地域の問題ね。 

 先日、夏休みに２日ぐらい五木村をうろう

ろしたんだけれども、宮園に行ったんです

よ。あそこは、僕は、ダム計画の前の大水害

のときに、１週間あそこの宮園小学校に泊り

込んで、学生時代、支援活動をしたことがあ

ったものだから行ったんだけれども、あの小

学校が廃校になってね。何で廃校になったか

というと、やっぱりダムによって、水没地だ

けではなく、非水没地域もやっぱり本当に衰

退しているという、だから、その非水没地対

策をどうするかという問題がかなり大きいと

思うんですね、振興策の柱として。 

 もう一つは、観光で大滝のツーリングをや

ったんですよ。それから、宮園からちょっと

行くと、熊ヶ嶽猪之介というのかな、江戸時

代に五木村出身のお相撲さんがいたらしいん

ですね。黒木地区ですか、そこの墓に行った

んですけれども、今までにない五木村体験を

して、また行こうかと思ったような気になっ

たんだけれども。そういう意味での体験型観
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光といいますか、も含めて、村の振興という

点でもう少し、せっかくお金を使うわけです

から、いかがかなというのをちょっと伺いた

いと思います。 

 

○藤川隆夫委員長 最初の水没地域の対策、

観光を含めて、津森川辺川ダム総合対策課

長。 

 

○津森川辺川ダム総合対策課長 川辺川ダム

総合対策課でございます。 

 今、水没地、そしてまた非水没地の五木の

振興について御質問をいただきました。 

 まず、前提となります――今回、決算とい

うことで、昨年度までのソフトの対策を主に

申し上げておりますが、引き続きこのソフト

対策をやるとともに、せんだって、県議会の

お力添えもございまして、６月26日に、国、

県、村３者で五木の振興をしっかりと事業を

展開していくということで合意をさせていた

だいております。この中でも、今御質問のご

ざいました水没予定地というところの利活用

について、当面の議論をしていただいている

ところでございます。 

 ほかの振興もそうですが、ここの五木の

村、まず考えてみますと、１つは、美しい自

然、川辺川もそうですし、森林もそうです

し、非常に美しい自然が残っています。これ

を最大限活用したような形での利活用はでき

ないか、これを今一緒に国、県、村でアイデ

ア出しをしているところでございます。これ

も、来年度の予算要求に向けて、今準備して

いるところでございます。こういうのは一つ

の自然。 

 そしてまた、非水没予定地もそうですけれ

ども、五木の子守唄を初めとしたいろんな文

化が残っています。これは、特に今委員御質

問ございました宮園地域に非常に強く、色濃

く残っております。 

 旧北小学校、ことし３月に廃校になりまし

たけれども、あそこを一つの地域の核として

取り組めないかということを展開させていた

だきまして、こちらのふるさと五木村づくり

計画に基づきまして、１階のところ、これは

小規模多機能型の福祉施設ということで活用

させていただくんですが、３階建てになりま

す。２階、３階の部分について、どういう地

域づくりの拠点になるのかというのを鋭意議

論しているところでございます。 

 夏休み、これは一つの利活用の例でござい

ますけれども、小学校ということで、くまモ

ンにも来ていただきまして、五木の自然を体

感していくために、小学校の方々と親御さん

を一緒にお呼びして、あそこで五木村の方々

と一緒にキャンプファイヤーをやってみた

り、つかみ取りをやってみたり、そういう五

木の自然を感じながら、また、そこの方と五

木村の方々が交流できるような形での取り組

みを進めさせていただいております。 

 こういう形で、一つのその宮園というとこ

ろは、昔ながらの文化が残っているというこ

ともございますので、このよさというのをし

っかり引き出していきたいというふうに考え

ています。 

 最後に、少々長くなりましたが、先ほど申

し上げたように、五木の子守唄というのは、

やはり大きな一つの財産だと思っておりま

す。いろんなところ、日本全国、初めて会う

方にも、五木といえば子守唄という形で言っ

ていただいております。今度の11月５日に

も、全国の子守唄のサミットというのを五木

村で開催するところでございます。このよう

な文化を活用しながら、交流等も深めていき

たいというふうに考えております。 

 

○松岡徹委員 大体わかりました。 

 人吉に泊まったんですよね。そして、そこ

のおかみさんが、人吉は知らぬでも、やっぱ

り五木村のことはもう全国の人が知っとんな

はるて。だから、やっぱり五木の振興をどう
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打ち出すかによって、地域全体、また熊本の

振興にもつながるのかなと思いますので。 

 次のあれで、12ページの計画調査費の熊本

都市圏交通問題対策事業ということですね。

これはどんな中身なんでしょうか。 

 

○中川交通政策課長 交通政策課でございま

す。 

 都市圏交通問題対策事業の中身につきまし

ては、まず公共交通機関の利用促進というこ

とで、マイカーからのシフトということで、

21年度におきましてもキャンペーンをやって

おりまして、これは都市圏内の公共交通事業

者と一緒にやっておりまして、それに対する

負担金、それから、今年度もやっております

が、大津駅から空港までのシャトルバスの実

験の業務委託費、主なものは以上でございま

す。 

 

○松岡徹委員 それはそれで大事なことだと

思いますけれども、熊本の都市圏というか

な、この交通問題で、今一番市民的に見て深

刻というか、関心が高いのは、４月から区制

になりますね。区役所になりますね。そうす

ると、例えば…… 

 

○藤川隆夫委員長 松岡委員、この話は、こ

の22年度予算と少しかけ離れていると思いま

すけれども。 

 

○松岡徹委員 それで、ちょっともう少し…

… 

 

○藤川隆夫委員長 だから、来年度予算に絡

むことは…… 

 

○松岡徹委員 いやいや、だからね、何回

も、この前も言ったように、来年度予算に、

行政に反映するような議論をしているわけ。 

 

○藤川隆夫委員長 反映はさせるんですけれ

ども、基本的には22年度予算に関連して質問

していただきたいと思います。 

 

○松岡徹委員 だから、その総括、点検を通

じて来年度予算に反映するような視点での議

論をしているわけですから、もうしばらく時

間をください。 

 それでね、これはこれなんだけれども、や

っぱり私は――だから、予算の執行状況をチ

ェックするのが決算委員会だからね。収支的

にどうかというだけじゃなくて、その中身で

すね。ちょっとかみ合っていない面を感じる

んですよ。 

 今のあれでいくと、やっぱり楠の人が植木

まで行かなんとか、花園の人が西区役所まで

行かなんとかね。通うには往復２時間かかっ

たり、1,000円や1,500円かかったりするよう

な問題が、今市民の中に渦巻いているわけ。 

 そういうのは、県と市で一体になって、や

っぱり調査をして、どうしたらいいのかとい

うことを、本来、この年度にかなり充実した

調査をすべきじゃなかったかなというように

思いますので、その点だけはちょっと申し上

げておきたいと思います。 

 

○中川交通政策課長 交通政策課でございま

す。 

 今委員御指摘のありました都市圏内のバス

交通網につきましては、随分以前から県の方

がリードをしまして、まずは熊本市の交通局

のバスと民間のバスの競合路線の解消をとい

うことから始めまして、それから、今度は共

同で民間のバスを運行して、効率的な、コス

トを少なくして生活の足を守るということを

取り組んでおりまして、その後、今度は熊本

市の方がバスの交通のあり方検討会というの

を、これは私ども、それから国、交通事業

者、市民からの参加もありまして、かなり大

がかりに時間をかけて検討しまして、都市圏
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内のバス網をどうすればいいかということ

で、一たん取りまとめがなされております。 

 それに向かって、今年度、その実現に向け

て、今度は熊本市の方がプロジェクトチーム

をつくりまして、バス事業者と一緒に構想を

具体化するための実践の作業、これは実際走

っているバスを再編する話なものですから、

かなりエネルギーが要る話でございますが、

それをスタートしているところでございまし

て、私どもも、その親の会であるあり方検討

会の方には県としても出席させていただい

て、しっかり発言させていただいているとこ

ろでございます。 

 以上でございます。 

 

○松岡徹委員 恐らく、今のままでいけば、

４月、区役所体制になったら、パニック状態

になるんじゃないかと思っているんですよ。

ですから、本当にこのままじゃいかぬなとい

う思いがありますので、県がやっぱり一体に

なって、もう少し市民の立場での利便性を確

保するための足の確保といいますかね、要望

しておきたいと思います。 

 

○藤川隆夫委員長 わかりました。 

 ほかにないですか。 

 

○岩下栄一委員 文化企画課、県立劇場です

けれども、昨年は、休館あるいは工事のため

の休館で、使用料が収入減であったというこ

とですけれども、何日ぐらい稼働したんです

かね。それから、財団の職員というのがいら

っしゃるわけだけれども、これは何名ぐらい

今いるのかと。それから、県立劇場の自主文

化事業というのがあるけれども、去年はどう

いう成果があったかということ。 

 

○富永文化企画課長 文化企画課でございま

す。 

 開館日の日数につきましては、ちょっと手

元に資料がございませんので、少し調べさせ

ていただきたいと思います。 

 職員につきましては、契約職員とか臨時職

員まで含めて合わせて29名程度でございまし

て、正職員が14名という形になっておりま

す。 

 それぞれ指定管理者のデメリットもござい

まして、運営になかなか苦労しているところ

でございますけれども、なるべくそういった

契約職員あたりにシフトしながら、工夫しな

がら取り組みをしているところでございま

す。 

 それから、自主文化事業につきましては、

大きく分けまして県民の方々にいろんな芸術

性の高いものを鑑賞させる鑑賞事業とかいう

もの、それから、県立劇場財団自体が創造し

て、つくり立ててやっていくような、いわゆ

る芸術文化祭のオープニング事業につきまし

ても創造事業でございますけれども、そうい

ったもの、あるいは学校とか各地域に出かけ

ていっての出前授業、そういったものをやっ

ているところでございます。 

 開館日数については、済みません、ちょっ

とお時間をいただきたいと思います。 

 

○岩下栄一委員 そこで、県民の声といいま

すか、県立劇場の駐車場というのは非常に使

用しにくいと。大きなイベントのときは物す

ごい渋滞するじゃないですか。芝居とか、い

ろんな音楽会とかのオープンに間に合わない

ということがあるんですよね。駐車場の改善

はできないのかというのと、それから、都心

に近いところにありながら、交通アクセスは

とっても悪いんですね。ですから、その点の

改善が今後の県立劇場の課題じゃないかな

と、私、県民の立場から思うんですけれど

も、これは意見として申し上げておきます。 

 

○藤川隆夫委員長 今の件で、もし答弁があ

れば。 
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○富永文化企画課長 先ほどの御質問の開館

日数でございますけれども、大体利用可能日

数が、コンサートホールで276日、それから

演劇ホールで292日。それに対しまして、利

用日数が、コンサートホールの場合が200

日、それから演劇ホールが231日という形に

なっております。それぞれ利用率が、コンサ

ートホールでは72.5％、それから演劇ホール

は79.1％という形になっております。 

 崇城大学市民ホールと比べますと、少し低

うございますけれども、九州各県の同様の、

類似の施設と比べますと、そう低い状況では

ございませんで、中の上ぐらいの利用率にな

っているところでございます。 

 それから、駐車場問題、これにつきまして

は、なかなか私どもといたしましても、長年

の県立劇場の懸案事項でございます。施設の

ホールにつきましても、また先ほどの文化事

業につきましても、高く評価されているとこ

ろでございますけれども、この駐車場問題に

ついては、これまでもいろいろ取り組みをし

てきているところでございますけれども、私

どもとしても、大きな課題というふうに考え

ております。 

 昨年のこの委員会でも、城下委員とか中原

委員の方から質問、要望がございまして、対

応はしたところでございますけれども、周辺

の駐車場との連携とか、学園大への依頼とか

いう話もございましたし、また、特に今南側

の通用門につきましては閉鎖しているところ

でございますけれども、これを何とか活用で

きないかというような御質問がございまし

た。 

 これにつきましては、当初、開業時に地元

住民との約束で、緊急時しかあけないという

ことで、なかなかあけるのが難しかったので

ございますけれども、これにつきましては、

地元と協議をいたしまして、地元の方も、実

験してみたらどうかというような話がありま

して、その後３回ほど実証実験を行いまし

た。 

 ３回実施しているんですけれども、昼間

と、それから夕方と夜間、３回実施いたしま

した。駐車場内での混雑が少しございました

けれども、地元の方も立ち会っていただいた

んですけれども、これだったらいいんじゃな

いかというような回答もいただいているとこ

ろでございますので、なるべく出口の方につ

きましては、そういうことで、両ホールが一

緒になって、なかなか出口で渋滞するなとい

うふうに思われるときには、そちらの方を開

放するというような方法で、今準備を進めて

いるところでございます。 

 以上でございます。 

 

○岩下栄一委員 ありがとうございました。

結構です。 

 

○藤川隆夫委員長 私から１点。 

 この県立劇場管理運営事業というのは、指

定管理者への委託料というふうに考えてよろ

しいんですか。 

 

○富永文化企画課長 はい、それが主でござ

います。 

 

○藤川隆夫委員長 その中身についてまでは

わからないですか。わかりますか。 

 

○富永文化企画課長 先ほど申し上げました

ように、指定管理者業務管理運営費が３億7,

750万程度、それから、県劇の方で、先ほど

の文化事業等をやってもらったんですけれど

も……。 

 

○藤川隆夫委員長 運営事業費の中身がわか

れば。 

 

○富永文化企画課長 管理運営費の中身は…
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…。 

 

○藤川隆夫委員長 それを丸々委託している

のか、それとも、その委託したうちで人件費

がどの程度、あるいはその他もろもろで、ど

ういう形でかかっているかがわかればちょっ

と教えてください。 

 

○富永文化企画課長 運営費の中では、文化

事業が3,100万円程度でございます。あと、

細かいところにつきましては、ちょっと手元

にございませんけれども……。 

 

○藤川隆夫委員長 後で教えてください。 

 

○富永文化企画課長 わかりました。 

 

○藤川隆夫委員長 ただ、余りにも３億7,80

0万という金額が金額だから、ちょっと聞い

たわけです。 

 

○富永文化企画課長 じゃあ後で、済みませ

ん、御報告させていただきます。 

 

○藤川隆夫委員長 ほかに何かありません

か。 

 

○髙木健次委員 15ページなんですけれど

も、最下段の企画費の計画調査費、４億8,20

0万不用額が出ていますよね。予算額の３分

の１近く。その大まかな理由は、ここに書い

てあるとおり、補助事業の事業費確定に伴う

執行残、それと入札に伴う執行残が大きなウ

エートを占めていると思うんですね。 

 ただ、３分の１近くも予算額を残すという

ことは、非常に――まあ、これは相手がある

ことの理由か、非常に例年こういう形で、せ

っかく計画をしても３分の１近く残っていく

のか、不用額として。その辺の事情をもうち

ょっと詳しく説明をしていただきたいと思い

ます。 

 

○古谷情報企画課長 情報企画課でございま

す。 

 この計画調査費の中身につきましては、電

気通信格差是正事業に係る市町村の補助金に

つきまして、実績に基づいて確定額が予算額

を下回ったということで、その減額になった

ものが約４億7,000万円ということでござい

ます。 

 これにつきましては、この事業は、市町村

が携帯不感地域の解消のために携帯電話局の

基地局を設置する事業でございます。平成21

年度の経済危機対策を活用して実施したとい

うことで、国の補正予算を受けまして市町村

が申請を行ったんですけれども、12月から年

明けの１月にかけて国の交付決定が行われま

して、それを受けまして21年度事業を行い、

必要な用地の確保ですとか、調査、設計、そ

ういったものを行ったわけですけれども、一

定の時間を要したということで22年度に全額

繰り越したということで、22年度で実施をし

たという事業でございます。 

 この中身ですけれども、11市町村、65局ご

ざいまして、その基地局の整備を行う中で、

それぞれの箇所で調査、詳細設計、そういう

ものを行う中で、その基地局の設置場所の変

更ですとか、あるいはそれに伴った取りつけ

道路の変更ですとか、また、さらに電波状況

を確認したところ、その鉄塔の規格、こうい

ったものを変更、見直しを行ったというとこ

ろでございまして、最終的に予算額から４億

7,000万円程度下回ったと。もちろん、執行

残もございますけれども、入札残もございま

すけれども、そういったところでございま

す。 

 以上でございます。 

 

○髙木健次委員 各市町村の、そういう用地

がまとまらないとか、非常にそういう反対が
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あるとか、そういうことでの大体執行残とい

うことですね、大まかに言えば。 

 

○古谷情報企画課長 済みません、私執行残

と申しましたが、入札残があったということ

で確定したと。反対と言っては――用地の取

得に時間を要したということで、また繰り越

しをし、そしてその上で今度は調査を行いま

して、そして設計をして、そして、その設計

したところで入札にかけまして、その入札残

が確定額ということで、予算よりも下回った

というような状況でございます。 

 

○髙木健次委員 基地局ですから、非常に、

今言ったように、市町村等のいろいろな事情

とかなんとかで、変動というのかな、そうい

うのが非常に大きいと思うんですよね。た

だ、やっぱりこの辺は３分の１近く予算を残

していくわけですから、各市町村とその辺を

連携をとりながら、やっぱりスムーズに行く

努力もしていかないかんとじゃないかなとい

うふうに思います。 

 以上です。 

 

○藤川隆夫委員長 ほかにはございません

か。 

 

○渕上陽一委員 済みません、県のイントラ

ネットですか、去年お話があっていたかと思

いますけれども、その広告事業、８社が今あ

るということで、去年のお答えは、何かこれ

が精いっぱいだということだったんですけれ

ども、この８社しか載せれないという理由は

何かあるんでしょうか。 

 

○古谷情報企画課長 これは８社ということ

ではございませんで、ページの中に８枠ござ

いまして、その８枠以上の拡張が今のところ

…… 

 

○渕上陽一委員 これのページは広げられな

い。 

 

○古谷情報企画課長 枠を今のところは――

広げるとなると、またシステムを、何といい

ますか、枠を小さくするとか、そういったこ

とが必要になってきますので、現時点では、

そのページの中での８枠、これでやっていき

たいということでございます。 

 

○渕上陽一委員 これはやはりシステムを変

えぬと入らない、入れられないということで

すか、システムを変えぬと。見させてもらっ

たら、こうやってここに８社があるわけです

よね。要は、入札までして事業を広告したい

という会社があるならば、もう少しふやして

あげればいいのになと単純に思ったものです

から。いわゆるシステムを変えぬと入れられ

ないということですか。 

 

○古谷情報企画課長 システムを変えて、そ

こに枠をつくるという作業は出てまいります

ので、そういう意味ではシステムを変えると

いうこともございます。 

 

○渕上陽一委員 システムを変えるのは大変

なのか、せっかく熊本県の職員さんたちも、

ホームページに自分たちも載せたいなといっ

て入札までしよるならば、システムを変えて

入れてあげればいいのになと思いましたけれ

ども。 

 

○古谷情報企画課長 そこは確認をしたいと

いうのは、その技術的な面でどれぐらいコス

トがかかるとか、そういった面は確認して、

また報告いたしたいと思います。 

 

○渕上陽一委員 せっかくですので、よろし

くお願いしておきます。 
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○藤川隆夫委員長 ほかにはありませんか。

――よろしいですかね。 

 それでは、これで企画振興部の審査を終了

いたします。 

 これより、午後１時まで休息をいたしま

す。御苦労さまでございました。 

  午前10時58分休憩 

――――――――――――――― 

  午後０時59分開議 

○藤川隆夫委員長 それでは、委員会を再開

いたします。 

 先に企業局の審査を行い、その後、説明員

の入れかえを行って、病院局の審査を行いま

す。 

 それでは、これより企業局の審査を行いま

す。 

 まず、企業局長から決算概要の説明をお願

いいたします。 

 

○川口企業局長 企業局でございます。よろ

しくお願いします。失礼して着座のまま御説

明させていただいてよろしいでしょうか。 

 

○藤川隆夫委員長 どうぞ。 

 

○川口企業局長 失礼します。 

 平成22年度決算の御説明に先立ちまして、

前年度の決算特別委員会におきまして御指摘

のありました施策推進上改善または検討を要

する事項等のうち、企業局関係につきまして

その後の措置状況をまず御報告いたします。 

 企業局に係る個別事項は３点でございま

す。 

 まず１点目は「電気事業は、事業開始以来

初めての営業損失を生じ、今後も収入の大幅

な増加は期待できない。荒瀬ダム撤去に伴う

約30億円の資金不足については、徹底したコ

スト縮減等企業局での自助努力を図るととも

に、社会資本整備総合交付金の活用及び国へ

の財政支援を強力に求め、その解消を図るこ

と。」についてでございます。 

 この荒瀬ダム撤去の資金不足への対応につ

いてでございますが、まず、国からの財政支

援につきましては、これまで、国と熊本県の

検討会議におきまして、道路のかさ上げ、路

側構造物補強等が社会資本整備総合交付金及

び地域自主戦略交付金の対象事業と確認され

ておりまして、これらの事業全体で総額約13

億円の交付金を見込むことといたしておりま

す。 

 また、撤去費用のコスト縮減につきまして

は、現在国との協議を進めておりまして、今

後変動はございますけれども、少なくとも５

億程度は確保したいと考えております。 

 今後とも、引き続き国に対し強く支援要望

を行いますとともに、さらなる経費節減等、

企業局の経営努力を行ってまいります。 

 次に、２点目でございます。「車帰風力発

電施設については、電力供給実績が計画の42

％と低く、採算がとれない状況が続いてい

る。具体的な改善措置をとるなど、スピード

感を持って稼働率の向上に努めること。」に

ついてでございます。 

 この阿蘇車帰風力発電所につきましては、

昨年度、企業局内にプロジェクトチームを設

置しまして、発電機メーカーの協力を得て、

改善対策を検討した結果、運転制限の緩和に

よる稼働率向上の可能性があると判断しまし

た。平成23年度から実証実験を行うというこ

とで、現在、運転制限を緩和しながら機器へ

の影響や風況等の監視計測を行い、稼働率向

上に向けた詳細なデータ収集を行っていると

ころでございます。 

 次に、３点目でございます。「有明工業用

水道事業は、未売水の解消等の経営改善に努

めているが、新たな企業立地がなく赤字経営

が継続し、工業用水道事業全体の累積欠損金

が81億円の多額となっている状況である。今

後、関係部局との連携強化を図り、工業用水

需要の確保と徹底した経費削減に取り組むな
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ど、抜本的な経営改善に努めること。」につ

いてでございます。 

 この有明工業用水道事業につきましては、

平成23年３月に策定いたしました再建計画に

基づきまして、本年度、副知事をトップに、

有明工水需要開拓推進会議を新たに設置し、

本年７月に第１回会議を開催したところでご

ざいます。今後、庁内関係各課、あるいは地

元市町と連携を密にしまして、企業誘致など

により工業用水の需要の確保に努めることと

いたしております。 

 このほか、浄水場沈殿池の一部を休止する

ことによりまして、運転効率を高めるなどの

経費節減対策を実施し、収支改善を図ること

といたしております。 

 続きまして、平成22年度の電気事業、工業

用水道事業、有料駐車場事業の３事業会計の

決算の概要につきまして御説明申し上げま

す。 

 まず、電気事業でございますけれども、平

成22年、昨年の３月に、藤本発電所、荒瀬ダ

ムの発電を終了したことなどによりまして、

収入は14億3,900万円余と前年度を大幅に下

回りました。一方、支出におきましては、荒

瀬ダム関係費用の増加等によりまして、全体

では19億2,300万円余と支出が収入を上回

り、４億8,300万円余の純損失になりまし

た。 

 次に、工業用水道事業でございますが、有

明、八代、苓北の３つの工業用水道事業合計

で、収入が７億5,400万円余、支出が９億5,4

00万円余で、差し引き１億9,900万円余の純

損失になりました。 

 ３工業用水道事業を個別に見てみますと、

八代は80万円余、苓北は2,700万円余の利益

を確保いたしましたけれども、有明につきま

しては、竜門ダム関係経費等の負担が大きく

２億2,700万円余の赤字となっております。 

 有明、八代につきましては、依然として多

量の未売水を抱え厳しい経営状況となってお

りまして、工業用水道事業全体の平成22年度

末累積欠損金は83億8,000万円余に上ってい

るところでございます。 

 最後に、有料駐車場事業でございますが、

収入１億100万円余、支出6,300万円余で、差

し引き3,800万円余の純利益になりました。 

 県営有料駐車場は、熊本市中心部に位置し

まして、24時間営業の駐車場として利用者に

定着しており、毎年度黒字を維持していると

ころでございますけれども、利用台数は減少

傾向にあるため、今後、改善策の検討を行う

ことといたしております。 

 以上が決算の概要でございますが、詳細に

つきましては次長から説明させますので、御

審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

○藤川隆夫委員長 次に、監査委員から決算

審査意見の概要説明をお願いします。 

 

○角田監査委員 監査委員の角田でございま

す。 

 私の方から、平成22年度公営企業会計決算

審査意見につきまして、説明をさせていただ

きます。失礼して着座して説明させていただ

きます。 

 それでは、お手元に配付してございます決

算審査意見書をお願いしたいと思います。 

 それのまず第１ページをごらんいただきた

いと思います。 

 まず、審査の方法でございますが、決算書

類が経営成績及び財政状態を適正に表示して

いるか、事業が経済性を発揮するとともに、

その本来の目的である公共の福祉を増進する

ように運営されているか、これらにつきまし

て、これらを主眼に置きまして実施いたした

ところでございます。 

 第２の審査の結果についてでございます

が、決算書類は、経営成績及び財政状態を適

正に表示していることを確認いたしておりま

す。 

 - 18 -



第３回 熊本県議会 決算特別委員会会議記録（平成23年10月14日) 

 それから、２ページから８ページにかけま

しては、電気事業会計、それから工業用水道

事業会計、有料駐車場事業会計に係ります収

益の状況や今後の課題等について記載をして

おります。 

 次に、９ページをお願いいたしたいと思い

ます。 

 ここで審査を通じて感じましたことを監査

委員の審査の意見として述べております。 

 まず、電気事業におきましては、４億8,30

0万円余の純損失となっておりましたが、荒

瀬ダム撤去に関する部分を除きますと7,600

万円余りの純利益が出ております。次年度以

降も、当該純利益を確保するために、日ごろ

から経費削減を含む経営努力が必要であると

いうふうに感じております。 

 なお、荒瀬ダムの撤去費用につきまして

は、国の地域自主戦略交付金の確保やダム本

体撤去費に係ります国の支援を引き続き要望

するなど、撤去資金の確保に向けて総合的に

取り組んでいく必要があります。 

 また、風力発電につきましては、依然とし

て供給発電量が計画供給発電量の半分にも達

していないような状況でございますので、現

在行われております風況の実証試験の結果に

基づき、計画供給電力量の確保対策を図ると

ともに、抜本的解決策の検討に着手する必要

があるということでございます。 

 工業用水道事業におきましては、特に有明

工業用水の利用率の向上のために、関係部局

と連携してＰＲを行ったり、有明地区での水

需要の調査を行うなどして、需要の開拓に努

めておられますが、なかなかその効果が見ら

れないような状況でございます。 

 今後とも、国に対し竜門ダム関係諸費の負

担軽減の要望を継続的に行うとともに、企業

立地部門や関係市町と連携し、再建計画を着

実に進め、工業用水需要の開拓に一層努めて

いく必要があるということでございます。 

 有料駐車場事業におきましては、県民が利

用しやすい駐車場としてサービスの向上を図

っていくとともに、県営駐車場のあり方につ

いては、幅広く意見を聞きながら、引き続き

検討を進めていく必要があるというふうに感

じております。 

 以上が平成22年度公営企業会計決算審査意

見の概要でございます。 

 

○藤川隆夫委員長 次に、企業局次長から決

算資料の説明をお願いいたします。 

 

○古里企業局次長 それではまず、説明に先

立ちまして、大変申しわけございませんが、

お手元の資料に配付しております説明資料に

つきまして、一部訂正をお願いしたいと思い

ます。 

 資料の２ページでございますが、３の平成

22年度決算の状況の(1)収益的収支における

支出の内訳の中でございます。平成22年度

(Ａ)の減価償却費、支出の部の上から５番目

の行でございます。及びその他、さらに、そ

の２つ下でございますが、この金額に誤りが

ございました。正しい数字につきましては、

お手元にＡ４横の１枚紙、正誤表を配付させ

ていただいておりますので、よろしくお願い

申し上げます。 

 なお、合計金額等には変更ございません。

よろしくお願いいたします。 

 それでは、御説明をさせていただきたいと

思います。 

 まず、監査委員の方から指摘がありました

平成22年度の決算審査意見について、その取

り組み状況について御説明申し上げます。 

 １点目の「電気事業については、４億8,39

4万3,000円の純損失となっているが、荒瀬ダ

ム撤去に関する部分を除外すると7,600万円

の純利益が出ている。次年度以降も、引き続

き当該純利益確保のために、経費節減を含む

経営努力が必要である。なお、荒瀬ダムの撤

去費用約73億円については、内部留保資金等
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を投入しても約30億円の不足が見込まれてお

り、企業局の経営努力を初め、国の地域自主

戦略交付金の確保やダム本体撤去費に対する

国の支援について引き続き要望を行うなど、

撤去資金の確保に向けて総合的に取り組んで

いく必要がある。また、風力発電について

は、依然として供給電力量が計画供給電力量

の半分にも達していない状況である。したが

って、現在行っている風況の実証試験の結果

に基づき、計画供給電力量の確保対策を図る

とともに、抜本的解決策の検討に着手するこ

と」との意見についてでございます。 

 電気事業の既存発電所につきましては、保

守整備の効率的な実施等によりまして、発電

電力量の増加を図り、引き続き利益の確保に

努めてまいります。 

 次に、荒瀬ダムの資金の確保につきまして

は、道路かさ上げや護岸補強等の撤去関係事

業に対します国の交付金の活用を約13億円見

込んでおります。また、コスト縮減について

は、少なくとも５億円程度の確保をしたいと

考えております。しかし、資金不足は依然と

して解消されていないため、ダム本体に対す

る国の財政支援を強く求めるとともに、企業

局における経営努力などを進め、年度内には

大まかな資金計画を示すことができるよう取

り組んでまいります。 

 阿蘇車帰発電所につきましては、昨年実施

いたしました庁内プロジェクトチームの検討

結果に基づきまして、現在、風向や風速など

の詳細なデータ収集を行いながら、徐々に運

転制限を緩和しつつ、より適切な運転制限方

法を検討し、稼働率の向上に努めているとこ

ろでございます。 

 ２点目の工業用水道事業については「平成

22年度において、特に有明工業用水の利益率

向上を図るため、東京でのイベントで企業立

地課と連携して有明工業用水のＰＲをしたり

有明地区の企業に対する水需要の調査等を実

施して需要開拓に努めたものの、なかなか効

果が見られない。今後とも、国に対して竜門

ダム関係諸費の負担軽減の要望を継続的に行

うとともに、３水道事業すべてにおいて、企

業立地部門や関係市町と連携し、再建計画を

着実に進め、工業用水需要の開拓に努めるこ

と」との意見についてでございます。 

 御指摘のとおり、工業用水道事業は厳しい

経営状態が続いており、特に有明工業用水に

おいては、竜門ダムの建設負担金等により多

額の経常損失を計上しております。このため

本年３月に、熊本県有明工業用水道事業経営

再建計画を策定したところであり、今後、収

入の確保及び経費の節減を進め、さらなる経

営改善に取り組んでまいります。 

 また、需要開拓につきましても、昨年度、

再建計画に基づきまして、収入確保対策の一

環として、６月に副知事をトップといたしま

す有明工水需要開拓推進会議を設置し、現在

地元の荒尾市、長洲町及び県商工観光労働部

と連携し、需要開拓に向けた活動に取り組ん

でいるところでございます。 

 さらに、本年度、これらの施策等に関する

提案の中においても、昨年に引き続き、現実

の給水コストと給水料金との差額に対する財

政支援制度の創設を提案しております。 

 なお、八代工業用水事業につきましても、

配管周辺の企業の工水需要動向アンケート等

をもとに企業を訪問するなど、需要開拓に努

めておるところでございます。 

 ３点目の有料駐車場については「料金の設

定を工夫するなど、県民が利用しやすい駐車

場としてサービスの向上を図っていくこと、

なお、平成22年度に策定した熊本県有料駐車

場事業の今後の経営方針によると、中心市街

地、花畑地区の再開発に伴う駐車場需要の変

化、隣接する熊本県商工会館の存続問題等を

考慮し、平成26年度までに県営駐車場のあり

方を再度検討することとしているが、そのあ

り方については、幅広く意見を聞いて、引き

続き検討を進めていく必要がある」との意見
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についてでございます。 

 中心市街地の入り込み客数の減少や大型立

体駐車場の増加等環境の変化に対応するため

料金の見直しを含め、サービス内容の向上を

検討することとしております。また、中心市

街地の再開発等が一段落すると予定されてお

ります平成26年をめどに、再度あり方検討を

行うに当たっては、幅広く意見を聴取し、検

討してまいります。 

 次に、本年度定期監査の結果でございます

が、公表事項はございません。 

 それでは、平成22年度公営企業３事業の決

算概要につきまして、お手元の資料、平成23

年度決算特別委員会説明資料で説明申し上げ

ます。 

 １ページをお願いいたします。 

 電気事業会計の１の施設の概要でございま

す。 

 水力発電につきましては、先ほど申し上げ

ましたとおり、平成21年度末に藤本発電所が

発電を終了いたしましたので、現在７つの水

力発電所と風力発電所１カ所を運営している

状況でございます。 

 表の下にありますが、平成22年度の目標供

給電力量の一番右の合計欄をごらんいただき

たいと思います。水力発電の平成22年度の目

標供給電力量約１億6,300万キロワットアワ

ーに対する供給実績は約１億4,400万キロワ

ットアワーでございまして、達成率は88.2％

でございました。これは、８月以降の雨量が

特に少なかったこと、これが原因でございま

す。 

 また、風力発電につきましては、計画供給

電力量約270万キロワットアワーに対しまし

て供給実績は約130万キロワットアワーで、

達成率は47.9％となっております。 

 次に、２の電力料金の契約の状況及び実績

でございます。 

 九州電力との水力電力需給契約を２年ごと

に更新しておりまして、平成22年度の実績は

一番下の右から２番目になりますが、13億4,

400万円余で、達成率は98.6％という状況で

ございます。なお、その右にございます風力

発電の供給実績は約1,300万円余となってお

ります。 

 ２ページをお願いいたします。 

 平成22年度の決算の状況でございます。 

 (1)の収益的収支でございますが、中ほど

の平成22年度(Ａ)の収入の計の欄をごらんい

ただきたいと思います。収入が14億3,900万

余、さらにその一番下から２番目になります

が、支出の計の欄になりますが、19億2,300

万余で、その下の当該年度純利益の欄でござ

いますが、差し引き４億8,300万余の損失を

生じております。 

 右の欄の平成21年度(Ｂ)、さらに、比較の

欄をごらんいただきますと、３億3,500万円

余の損失の拡大というふうになっているとこ

ろでございます。これは、右の摘要の欄に記

載しておりますが、収入の大幅な減は、平成

22年度から藤本発電所が発電を中止しました

ことによるものでございます。 

 一方、支出でございますが、荒瀬ダムの泥

土除去等のダム撤去に向けた費用の増嵩があ

りますことから、発電所の維持管理費を削減

し、支出全体では２億4,700万余の減を図る

ことができましたが、収入の減少幅をカバー

するまでには至らなかったことによるもので

ございます。 

 ３ページをお願いします。 

 (2)の欠損金の処理計画書でございます。 

 平成22年度の未処理欠損金４億8,300万余

について、処理欄に示しておりますように、

利益積立金を取り崩すことで処理をしており

ます。この結果、その右の(3)積立金及び留

保資金残高一覧のとおりとなり、内部留保資

金は55億9,600万円余になります。 

 次に、(4)の資本的収支でございます。 

 資本的支出は、水力発電の整備が1,800万

余、企業債の償還金が６億8,800万余、工業
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用水道事業会計への貸付金が２億6,500万余

で、合計９億7,200万余となっております。

資本的収入は、工業用水道事業からの返還金

で６億1,300万余となっております。不足す

る３億5,900万余は、過年度分損益勘定留保

資金、当該年度消費税資本的収支調整額で補

てんをしておるところでございます。 

 ４ページをお願いいたします。 

 工業用水の部門でございます。 

 １の施設の概要でございます。 

 有明工業用水、八代工業用水、苓北工業用

水の３事業から成りまして、給水能力、３事

業合わせて、１日当たり６万8,360立方メー

トルとなっております。 

 次に、施設の利用状況でございますが、有

明工業用水は12社に、八代工業用水は24社に

苓北工業用水は２社に給水をしている状況で

ございます。特に有明工業用水及び八代工業

用水の契約率は、右の欄の備考の欄に記載し

ておりますが、それぞれ42.2％、33.7％でご

ざいます。施設利用率は、それぞれ28.1％、

24.7％と多くの未利用水を抱えているような

状況でございます。 

 ５ページをお願いいたします。 

 22年度の決算の状況でございます。 

 (1)の収益的収支でございますが、収入

は、中ほどの計のところでございますが、約

７億5,400万円余、支出は、下から２番目の

ところでございますが、約９億5,400万円余

で、差し引き１億9,900万円余の損失を生じ

ております。これは、有明工水において、依

然としてダム使用権に係ります減価償却費や

ダム管理費分担金等の竜門ダム関連経費の負

担が大きく損失決算となっているものでござ

います。 

 ６ページをお願いします。 

 (2)の欠損金の状況でございます。 

 22年度末で、一番右の苓北工業用水は４億

5,400万円余の利益の蓄積がありますが、有

明工業用水、八代工業用水、それぞれ60億1,

600万余、28億2,200万余の累積欠損金があり

ます。このことから、工業用水全体では、一

番右でございますが、83億8,500万円余の累

積欠損金を抱えているところでございます。 

 次に、(3)の資本的収支でございます。 

 資本的支出は、企業債償還金５億6,900万

円余、電気事業会計及び一般会計の借入金償

還金６億2,400万円余など、合計13億600万円

余となっております。 

 資本的収入は、企業債、長期借入金、一般

会計補助金等で10億2,400万円余となってお

ります。不足します２億8,100万円余は過年

度分損益勘定留保資金で補てんをしておりま

す 

 ７ページの有料駐車場関係をお願いいたし

ます。 

 １の施設の概要でございます。 

 有料駐車場は、熊本市安政町の県営有料駐

車場、熊本市新屋敷町の県営第二有料駐車場

の２カ所を運営しております。 

 次に、２の駐車台数及び料金収入の実績で

ございますが、普通駐車の22年度の利用台数

は８万9,000台余でございまして、前年度実

績を3,000台余上回り、料金収入も約100万円

上回っている状況でございます。これは、平

成21年度に実施しました駐車場建物の耐震補

強工事によりまして、一般車両の入庫制限を

行い、その落ち込みがございましたが、それ

が若干回復したことによるものというふうに

考えております。また、定期の利用台数は７

万300台余で、前年度を6,200台余下回り、料

金収入も約260万ほど下回っているため、料

金収入合計では、前年度より約160万ほど減

収となっている状況でございます。 

 ８ページをお願いいたします。 

 平成22年度決算の状況でございます。 

 (1)の収益的収支でございます。 

 収入が１億100万円余、支出は6,300万円余

で、3,800万余の純利益となっております。

これを前年度と比較しますと約600万円の減
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収となっております。 

 ９ページをお願いいたします。 

 (2)の剰余金処分計算書案でございます

が、地方公営企業法の規定に基づきまして、

決算認定とあわせて、議会の議決を得るもの

でございます。 

 平成22年度未処分利益剰余金3,811万2,000

円余を、処分案に示しておりますように、利

益積立金に191万円、建設改良積み立てに3,6

20万円を積み立てることとして処分したいと

考えております。この処分案を御承認いただ

きますと、(3)でございますが、積立金及び

留保資金残高一覧のとおりとなり、内部留保

資金は６億7,300万余となります。 

 次に、(4)の資本的収支でございますが、

資本的支出は、駐車場外壁の衝突防止工事へ

の建設改良工事が約160万円となっておりま

す。資本的収入はございません。不足する16

0万円余につきましては、過年度分損益勘定

留保資金、消費税収支調整額で補てんをして

おるところでございます。 

 以上が平成22年度の決算の概要でございま

す。よろしく御審議をお願いいたします。 

 

○藤川隆夫委員長 以上で企業局の説明が終

わりましたので、質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 

○城下広作委員 ダム撤去費用の縮減という

形で努力して頑張ってこられているんですけ

れども、もともと、当初見込んで縮減をやっ

て、どういうところでぐうっと落ちてきたの

か、具体的にちょっとそういうところがわか

れば。あんまり、ぐんぐん落ちるということ

は、最初に出した金額というのは何なのかと

いうのが逆に問題視するような感じになるも

んだから、結構落としていくよという分は、

当初から考えられなかったのかという疑問に

も返ってくるわけですね。そこのところ、ど

ういうところが現実に縮減として見込める、

落とせたというような格好かということがま

ず１点。２点が、例の風力発電の運転制限の

緩和と。具体的にはどういう緩和をすれば稼

働率が上がるとか、見込めるというのかとい

うこの２点をちょっと確認したいと思いま

す。 

 

○古里企業局次長 ダムの撤去資金の関係で

ございますが、ちょっと済みません、整理も

含めてあれなんですが、まず、ＰＴの関係で

しましたのが大体92億ということですね。そ

の間２年間、22、23年度の管理費がありまし

たので、ふえて96億に当たる。その間、もう

既にやっている分が25億ございます。その時

点で大体73億ということですね。うちの方の

内部留保資金でいけるのが大体42億である、

あと大体31、30ということで、不足している

のが大体30じゃないかという整理をずっとさ

せていただいておりました。 

 今回、経済常任委員会の方で御報告いたし

ましたのは、さっき言いました、いわゆる一

括交付金の関係で、ダム本体ではないんです

が、上流の方で道路かさ上げ、護岸の整備、

それに、これもちょっと実は４年、５年の先

の計画なもんですから、それで大体13億ぐら

い国の交付金で手当てできるんじゃないか

と。 

 それから、コスト縮減につきましても、私

ども今現在、除却申請をやっております。そ

の中で、いろんな工法を、こういう工法はい

かがでしょうかということで国の方に申請す

る、その方法というのは、大体少なくとも５

億円ぐらい出てくるんじゃないかというよう

なところで、私どもとしては、30引くの13マ

イナス５、それで大体12億というふうなこと

でございますので、額が当初から何か積み上

げが変わったとかそういうものではなくて、

順次今精査をしながら、資金の確保を今一生

懸命やっているというふうな状況でございま

す。 
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○城下広作委員 何かちょっと雰囲気的に、

撤去費用の額がだんだん、いろいろ工夫して

下がってきて、大分節約できるみたいなイメ

ージがちょっとあったもんだから。ただ、撤

去費用で現実に見直して縮減できるのは５億

ということの数字でとらえていいんですか。 

 

○古里企業局次長 必ずしも５億というの

は、私ども県の方が今の、さっき申し上げた

申請の中でそれぐらい減るんではないかと。

今、除却申請の中で国の方に申請をしており

ます。その中で、やはり国の方の審査、河川

の安全とか環境とかいうふうな視点で今審査

をいただいております。その中で、私どもが

申請している工法がちょっと不適ということ

であれば、それが上下する可能性がありま

す。私どもの、今おおむねの考えということ

でございます。 

 

○城下広作委員 それはいろいろ今から国と

やりとりで最終的にどこに落ちつくかという

ことで、なるべく安全度が担保されて安くな

るということは当然大事なことですから、そ

こにずっと究極知恵を絞りながらやっていく

ということで、それはしっかりと頑張ってい

ただきたいなと。 

 

○藤川隆夫委員長 じゃあ、もう１点の風力

の件を。 

 

○福原工務課長 阿蘇車帰の運転制限の緩和

でございますけれども、現在、東北とそれか

ら南西の方向の風のときに風速８メーター以

上になったら停止するとか、そういうような

ちょっとどちらかというと大き目の制限をか

けているんですけれども、これは平成20年度

に大きな故障が発生したということで、それ

を踏まえてそういう制限を強化したわけです

が、それでいきますと発電電力量が伸びない

ということで、それをどうにかならないかと

いうことで、昨年プロジェクトチームを立ち

上げまして、詳細に検討しましたところ、そ

の風向のときの風が、すべてがその機械に対

して悪いんではないんじゃないかというデー

タが出てまいりまして、それをもとに、もう

少し違った、風向だけで制限をかけるんでは

なくて、例えば、機械の羽根の動きぐあいだ

とか、振動のぐあいだとか、そういう違った

制限のかけ方をすることによって発電する時

間を延ばして発電電力量を伸ばすことが可能

ではないかということで、ことしの５月に、

各風車にそういう詳細なデータをとるための

設備を、メーカーの協力を得まして設置しま

して、細かく今データをとりながら、風向に

つきましても、少しずつ範囲を緩和しなが

ら、機械の影響がどの程度あるのかないのか

というのを見ながら、できるだけ稼働率をふ

やして、発電電力量をふやそうということで

やっております。 

 ８月に一部制御のためのそういうソフトを

一部変更したりして、運転の状況を今見てい

るんですけれども、８月、９月、10月と見て

みますと、確かに、稼働率も伸びて、発電電

力量も今伸びる傾向にあるという状況が出て

きております。 

 季節によって風向がいろいろあるもんです

から、すべての風向に対してまだそういうデ

ータがとれておりませんので、また、今後も

データをきちんととりながら、少しずつ制限

を緩和して機械の様子を見ながら、壊れない

範囲で最適な運転を目指していきたいという

ふうに思っております。 

 

○城下広作委員 あんまり風が吹くと困ると

いうと、風力発電、私、逆の話のイメージを

一般の県民も持つんじゃないかなと逆に思う

し、風力発電の設備、能力というか、それは

大もとである機種がいいか悪いかわかりませ

んけれども、全国的というか、世界的に見て
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風に強いという、そもそもの風力発電とか、

そういうその差というのは何かあるんです

か。あんまり風が強く吹いても大丈夫という

ような風力のプロペラというか、そういうの

はいろいろ種類によって違うんですかね。そ

れはどうなんでしょうか。 

 

○福原工務課長 確かに風車の形によって、

今阿蘇が抱えているような、風車の上と下で

ある風向のところでは向きが違うとか、確か

にそういう風の乱れを受けにくい風車も一部

にはございます。阿蘇について、当初建設し

た当時にはそういうことがちょっと想定され

なかったということと、その当時考えていた

風車の機種の中では最も効率のいい風車とい

うことで今の機種を選定してやってきたわけ

なんですけれども、実際運転を開始してみる

と、先ほど申し上げましたように、特定の風

向に対して、上下でもって風向の違い、風の

乱れがあるというふうなことが判明したとい

うところでございます。 

 

○城下広作委員 わかりました。いずれにし

ろ、なるべく多く稼働して電力が発生して少

しでもプラスになるように頑張って、いい調

査で、有効にそうやって利用していくという

ことを望みたいと思います。 

 それで、この間、北海道だったですかね、

どこか燃えたところありましたもんね。ああ

いうような、何か風車が燃えるような事故が

あって、機種によって本当にそういうトラブ

ルがあるのかなという、普通ならちょっとあ

り得ぬだろうと思うのがあっているから、そ

れもよく注意をしていってもらいたいなと思

います。以上です。 

 

○藤川隆夫委員長 ほかに。 

 

○岩下栄一委員 関連ですけれども、この風

力発電の事業開始はいつだったですかね。 

 

○福原工務課長 平成17年の10月からでござ

います。 

 

○岩下栄一委員 それで、もとをただすとい

うとおかしいけれども、場所が適切であった

かどうかというのが１つあるんですよね。こ

こを選んだ一つの根拠というのはやっぱりあ

るんですかね。 

 

○福原工務課長 企業局では、平成８年ごろ

からずっと県内各地で風況調査を行ってまい

りました。その中で、経済的にやっていける

だろうという唯一の場所がその車帰でござい

ました。 

 

○岩下栄一委員 それで、振動被害とかそう

いうものは報告されていませんか。 

 

○福原工務課長 まず、それを建設するとき

にいろんな調査をしまして、影響はないとい

うことで建設はしました。と同時に、現在

も、そういう振動と、それから今よく言われ

ています騒音、低周波音等の問題につきまし

ても、苦情等は一切ございません。 

 

○岩下栄一委員 そうですか。再生可能エネ

ルギーというか、新エネルギーの時代がやが

て来るということで、風力発電等にも大変大

きな期待が求められているわけですけれど

も、よくいろんな映像で見たりするのに、海

上に発電プロペラが回っている映像を見るん

ですけれども、そういうものの――今後です

けれども、これは決算だからあれですけれど

も、そういう検討はあるんですかね。 

 

○福原工務課長 企業局としては、今後も風

力は重要な再生可能エネルギーとして開発の

気持ちはございますけれども、現在は、荒瀬

ダム問題をまずは集中的にそこに力を注いで
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いきたいというふうに考えているところでご

ざいます。 

 

○岩下栄一委員 ありがとうございました。 

 

○藤川隆夫委員長 ほかにありませんか。 

 

○鎌田聡委員 内部留保金の説明がございま

して、３ページですか、55億9,600万ですか

ね、と、この違いがよくわかりませんが、も

う１カ所あったですよね、内部留保金、積立

金。９ページで６億7,000万と。合わせます

と60数億、内部留保がなっていると思います

が、先ほどダムの撤去費用の関係で、内部留

保で考えていらっしゃるのが当初42億円とい

うことだったんですけれども、この内部留保

で、当初考えた金額よりも内部留保金が予定

よりも積み上がってきているのか、実際とし

て、内部留保金60数億ありますから、少しは

そちらに回せるんじゃないかなというふうに

今ちょっと感じましたけれども、その辺はい

かがなんでしょうか。 

 

○古里企業局次長 電気事業で、これは、荒

瀬の分につきましては電気事業の内部留保金

の方で手当てするということですので、あ

と、全体のうち、７発電所の維持管理、今後

出るであろう分はちゃんと置いた上で、残り

の分について荒瀬の方に手当てするというこ

とですので、55億になっておりますが、やは

りここ数年ダムの撤去費用で土砂関係の除去

費用に使っておりますので、予定どおりと言

ったら変ですが、使用状況がそういう状況で

ございます。 

 

○鎌田聡委員 じゃあ、この内部留保金につ

いては、大体当初計画どおりに積み上がって

きているし使ってもきているという理解でい

いんですかね。積み上がり方がちょっと余計

積み上がっとるけん、少しこっちからもう少

し出せるとかいう状況ではないということで

すか。 

 

○古里企業局次長 当初の計画どおり使うこ

とで、今のところ電気事業、今決算でも申し

上げましたように、赤の状況でございますの

で、これが以前よりふえるということは当面

ないのかなと思っております。今ある、ＰＴ

の時点であった60億を、これを使っていくと

いう状況でございます。 

 

○鎌田聡委員 わかりました。 

 

○藤川隆夫委員長 ほかにはありませんか。 

 

○村上寅美委員 午前中失礼しました。 

 これの説明で、局長、竜門ダムの値段の高

かて、高かけん、有明工業用水がなかなかコ

ストが下がらぬと書いてあるけれども、幾ら

払いよっと。 

 

○川口企業局長 工水の料金は、１立米１ト

ン当たり50円で、これは経産省の認可事項で

して、上限でいただいております。ただ、適

正原価はその倍以上――適正原価といいます

か、原価を積み上げれば倍以上ぐらいになり

ます。だから、その差が結局赤字として出て

いるという状況です。 

 

○村上寅美委員 50円で契約しとって諸経費

がかかるというわけ、適正原価というのは。 

 

○川口企業局長 工業用水の料金は、１立米

当たり50円ということで設定しています。 

 

○村上寅美委員 設定は上限50円だけれど

も、実質は100円以上で買っているというこ

とか。そういうふうに解釈すればいいのか

な。 
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○川口企業局長 計算しますと、原価は150

円ぐらいになります。だから、その差が赤字

となって出ていると。 

 

○村上寅美委員 国が指導しとっとなら違反

じゃなかか、そがん高く買うことは。 

 

○藤川隆夫委員長 企業局長、もうちょっと

わかりやすう説明ばしてください。要は、生

産原価が150円かかるという話でしょう。そ

れを売ると50円、だから差額が100円赤にな

っていますよという話だろう。 

 

○古里企業局次長 竜門ダム関係の経費とい

うことのお話がございましたので申し上げま

すと、ダムの使用権、いわゆる減価償却、こ

れで2.1億、それから建設時の企業債、お借

りしておりますその支払い利息が1.3億、そ

れからダムの管理費、いわゆる国交省が管理

していらっしゃいますその負担金で大体5,00

0万、それから市町村交付金に対して――交

付金やっておりますので、大体5,000万で、

だから、４億5,000万ぐらいのお金が大体毎

年必要経費として出ているというような状況

でございます。 

 

○村上寅美委員 必要経費で毎年今言った金

は出るわけ。 

 

○古里企業局次長 竜門ダムの水利権を持っ

ていることに伴って発生する経費ということ

でございます。 

 

○村上寅美委員 それは毎年だね、今の説明

じゃね。 

 

○古里企業局次長 ちょっと増減、利息の支

払いがございますので、一応増減はしますが

４億から……。 

 

○村上寅美委員 増減はするけれども、勘定

科目としては今言ったのは毎年それだけ支払

いをしていると。その分が赤字になっている

ということかね。 

 委員長、だけん、これはもう抜本的な赤字

解消に努めなくちゃいけないと毎年言われる

と思うし、君たちも努力していると思うけ

ど、これは抜本的ということであれば企業誘

致しかなかったいね、これは、結論は、川口

君。 

 だから、その辺をたい、これは企業誘致は

企画かな、商工かな。だから、僕が言いたい

のは、企業局だけに言うんじゃないけど、県

が縦割り行政の中で、例えば熊本港あたりは

港湾課長が売るおるわけよね。売るるわけな

かじゃないか。営業なんかしたこつばしある

ごつ。そうだから。だからこれはやっぱり開

発は開発、縦割りの中でも企業立地は企業立

地として、双方で会議ぐらいはしよろんばっ

てんが、そこをもうちょっと強化してたい、

総務かどこかわからぬけど、そこにプロジェ

クトでもつくってですね、それだけ企業立地

ということの必要性が求められておるわけだ

から、受け皿としてはもうあるんだから、今

から投資するわけじゃないから、もう土地は

余っとるわけだけん、土地も水も。だけん、

そういう努力を私は委員長、すべきじゃない

かと思うね。 

 

○藤川隆夫委員長 わかりました。 

 

○川口企業局長 今のお話で、有明工水の再

建を進める上で、収入を伸ばすか経費を節減

するかと。それで、経費の節減は相当やって

きていますし、今後もやりますけれども、や

はり収入を伸ばすのが主たる方策になると。

そのためには、先生がおっしゃるように、や

はり水を使う企業を誘致するということで、

先ほど冒頭御説明しましたように、そのため

には、企業局だけでは限界があると。そうい
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うことで、県の関係部局なり地元の市町とや

はり連携、協力してやっていくと。そういう

ことで、有明工水需要開拓推進会議というこ

とで副知事を座長にした会議を、それで、市

町長さんにも入っていただいて、会議をセッ

トして、連携、協力してこの企業誘致に努力

しようということで確認をして、今後企業誘

致に向けたいろんな活動をやっていこうとい

うことで今検討しています。 

 

○村上寅美委員 はい、結構です。それで、

僕が言ったのは、市町村もあれもいいけど、

県でプロジェクトをつくるべきじゃないかと

いうことを要望しておきます。 

 

○藤川隆夫委員長 わかりました。というこ

とで……。 

 

○村上寅美委員 ここだけの問題じゃないか

らね。 

 

○松岡徹委員 関連して、結局は、僕は、工

業用水、とりわけ有明工業用水が積年の問題

だと、今、村上委員もおっしゃったように。

それで、経産省で平成16年に工業用水のあり

方の検討会というのが４回やられて、そこで

工業用水施策のあり方の見直しについてとい

う報告が出されて、それに基づいて、準備期

間があって、再建計画をつくるということで

県の場合、さっきの報告にもあったように、

22年にできていると思うんだけれども。その

中身で、今、村上委員もおっしゃった需要の

拡大というのが前提だけど、同時に、補助金

の重点投資、それからダムのスリム化で、い

わゆるダム降りの問題ですね。それから企業

債の借りかえ、それから雑用水の利用拡大と

か、そういったメニュー、対策が示されてい

るわけですね。そこら辺が、さっきからのち

ょっと企業局の報告を聞いとって、どういう

形で一つ一つ検討されているのかなというの

がちょっとわからないので、教えていただき

たいと思うんですけれども。 

 

○古里企業局次長 まず、済みません、順番

ではないかと思いますが、例えば企業債の借

りかえ、これについては、もう既に企業債の

いわゆる高利な部分についての借りかえ、こ

れについてはもう既に終わっております。５

％の部分についてお願いしていますが、もう

それ以下の低利についてもさらにできないの

かというような要望は申し上げているところ

でございます。 

 それから、ダム降りというのは、いわゆる

ダムの水利権ですか。 

 

○藤川隆夫委員長 松岡委員、今のちょっと

説明してください。 

 

○松岡徹委員 特ダム法の33条に基づいて、

ダム利用権者は、政令で定めるところによる

多目的ダムの維持、修繕その他の管理に要す

る費用の一部を負担しなければならないと、

これを何とか外そうと、これがダム降りとい

う意味のようですね。この竜門の場合は、や

っぱり竜門ダムの建設、維持、それがやっぱ

り、村上委員も指摘されたように、ぐっとお

もしになっているわけですね。これはどうい

うふうになっているのかなと。 

 

○古里企業局次長 大きなもう法律のいわゆ

る特ダム法の枠組みの話でございますが、私

どもとしましても、そういう要望は、全国の

組織を通じて要望を行っているところでござ

います。 

 それから、先ほどございました、例えば―

―話が変わりますが、雑用水についても、そ

れぞれ有明工業団地、八代工業団地の方の既

存、今既においでいただいている企業さんの

方にアンケートをとりまして、雑用水の拡

大、こういうものができないのかということ
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である意味シラミつぶしに訪問して利用拡大

できないのかと。ただ、量にしますと、大変

大きいものではございません。車の洗車とか

そういうことも含めてお使いいただけないか

ということをお願いして回っているところで

ございます。 

 それから、あとが補助金の重点投入という

か、私どもとしては、やはりどのような形

で、やはりこの多額の累積の欠損金をいかに

やっていくのかと思いますが、それは、私ど

も企業局としてできる守備範囲の中で、やは

り工業用水というのは企業にとっても、大変

ある意味ライフライン的な意味合いがござい

ますので、これをとめることはできない。と

めることができない中で私どもができる範囲

内での努力、再建計画をつくっております

が、それに基づいて、要は収入をふやし経費

を節減するという中で、今しっかり頑張って

いるというふうな状況でございます。 

 

○松岡徹委員 このそもそもが、平成16年の

いわば経産省の審議会の議事録を読んでみる

と、４回やっているけれども、その中で出て

いるのは、工業用水問題は、いわばひとり事

業者の責任だけじゃないと、やっぱり産業政

策の中で過大につくってしまった面がある

と。それで、やっぱり事業者の責任だけを問

うんじゃなくて、いろいろ改善せにゃいかぬ

という議論が底流にあって、それで補助金の

重点投入とか、特ダム法33条に基づくダムの

維持管理負担なんかも、ダム降りという形で

もう少しどぎゃんかならぬかということにな

っているわけですよ。ですから、そこら辺を

もう少し研究して、やっぱり国にも働きかけ

るということをやってほしいと。 

 それから、雑用水は今何％になっています

か。 

 

○藤川隆夫委員長 わかりますか。 

 

○古里企業局次長 ちょっと調べます。パー

セント出しますので、ちょっとお待ちいただ

いていいでしょうか。 

 

○松岡徹委員 ちょっと議論だけしておきま

す。よかですか。 

 

○藤川隆夫委員長 議論だけですね。どう

ぞ。 

 

○松岡徹委員 この雑用水問題も、当初は厚

労省の産業施設課長通達で10％までですよ

と、それ以上は許可が必要ですよとなっとっ

たのが、このいわば見直しで30％までいいで

すよというふうになっているわけだ。それ

で、僕が調べたら、例えば名古屋市の場合は

22.8％になっている。それから、東京都は1

6.8％、福岡市が15.0％、富山県が13.3％と

か、かなり雑用水という形でのいわば需要の

拡大、いわば国自体が緩和して３割までとい

うふうにたしかなっているはずだから。広が

っているわけですよ。それで、ここの企業局

はどのくらいまでいっとるのかなということ

ですね。 

 

○藤川隆夫委員長 わかりましたか。 

 

○古里企業局次長 済みません、２％未満の

状況でございます。 

 

○松岡徹委員 それで、村上委員が言われた

ように、やっぱり企業誘致が一番がばっと改

善するあれだと思うんだけれども、国自体も

やっぱりこの工水についての矛盾は認めてい

るわけで、それでさまざまなことを打ち出し

ている。しかし実際上は、そういう方針は出

たけれども、サボタージュする傾向があるわ

けですよ、国が。これは別なところでもそう

いう港の問題で議論になったけれども。それ

で、我々としては、的確につかんで、しぶと
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くかち取ると。雑用水問題なんかは、２％と

いうのは、やっぱり本当に経営努力という点

ではもっともっと余地があるんじゃないかな

ということを指摘しておきたいと思います。 

 

○藤川隆夫委員長 この工業用水、特に有明

工業用水に関しては、毎回この決算でも出て

いますし、委員会の中でもいろんな話が出て

いるかというふうに思います。いろいろ難し

い問題抱えているかと思いますけれども、企

業誘致等含めて、県庁挙げてやっぱり取り組

んでいってもらう課題だというふうに考えて

おりますので、よろしくお願いを申し上げま

す。 

 それ以外に何かありますか。 

 

○髙木健次委員 企業局がやっているこの事

業で、電気、工業用水、そして有料駐車場。

電気も工業用水も赤字、唯一この有料駐車場

が3,800万の黒字になっていますけれども、

年々利用客が減っている。８ページにありま

すように、前年対比で85.7％ですから、15％

減っているわけですね、前年度比。そういう

ことで、非常にこれからその辺が憂慮される

んじゃないかなと。抜本的な改善策と書いて

ありますけれども、企業局だけではできない

改善もあるのかなということで、利用客が減

っている要因というか、その辺が大体漠然と

してでもわかっているとか、改善策をどうい

うふうにやっていこうとしているのか、この

辺がわかるなら、ちょっと教えてください。 

 

○古里企業局次長 企業局の駐車場につきま

しては、まさにもういわゆる熊本市の各デパ

ートがちょっと落ち込んでいるというふうな

状況が象徴されますように、やはり郊外部に

対する大型ショッピングモール、これにより

まして、市内への入り込み客、これがまず減

っているという状況がございます。それか

ら、私ども、この中を見ていただきますと、

定期駐車の中に、特に、夜から朝までの定期

があるんですが、これが大変大幅に減ってお

ります。ですから、やはり飲食業関係の落ち

込み、そういうのが要因になるんじゃないか

と思っています。 

 今回、あり方検討委員会の中でもその辺は

きちんと整理されておりまして、やはり私ど

もも、そういう動向、例えば有料駐車場とし

て私どもだけが落ち込んでいるのか、じゃあ

周りの駐車場はどういう状態なのか、そうい

うものをちょっときちんと調べた上で、じゃ

あ、その中でやはり生き残りをかけて頑張っ

ていくために、地元の商店街との連携、そう

いうものを強化していくとか、あと、さっき

もお話出ていますが、いわゆる料金体系の見

直し、これについてもやはりきちんとやって

いく必要があるんじゃないかというふうに考

えているところでございます。 

 

○髙木健次委員 今言われたとおり、市中心

地の活性化とか、その辺が非常にリンクして

いると思うんですよね。ですから、その辺や

っぱり熊本市、あるいは商業関係者あたりと

の協議とかも必要だろうし、今言われた料金

ですよ。これは普通、我々も行っても、一般

の民間がやっている駐車場、やっぱり払うと

きには高いと思うんですけれども、民間あた

りと比較したら料金というのはどのような状

況ですか。民間並みなのか、それよりも落と

しているのか。 

 

○古里企業局次長 駐車するその時間帯の状

況でちょっと――例えば、１時間、２時間な

のか、３時間、４時間なのかでちょっと逆転

しますけれども、県営駐車場の場合は、やは

り４時間を超えた場合に割安になるという状

況でございますので、その辺の料金体系を

今、それから、民間の有料駐車場ですと、や

はり適宜料金を改定されますので、ちょっと

競争相手ではございますが、そこをちょっと
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十分洞察しながら、分析しながら、料金の改

定というのは必要なのかと思っております。 

 

○髙木健次委員 今言われたとおり、料金制

度の改革とか、そういうのをやっぱりやって

いかないかぬだろうと思うけれども、唯一3,

800万の黒字が出て、来年はじゃあ、今度、2

2年度と比較したらまた15％が減っていくの

かと思うと、非常にこの辺はやっぱり問題が

出てくるんじゃないかなと。そういうことな

ら、企業局ももう事業はやるなと、何もかん

もというふうな見方にもなってくるからね。

ですから、この辺はしっかりまた検討をやっ

てください。以上です。 

 

○村上寅美委員 抜本的なことを言うと、今

からデータをどうこうと言うけれども、もう

市街が空洞化しとっとたい、市街自体が、店

自体が。空洞化して郊外に出てしまうもんだ

から。だから、まちづくり三法なんていうの

も、そのために18年から、わざわざ市街化に

つくろうということで法律までできたんだか

ら。だから、もう需要と供給のバランスが逆

転しとっとたい、駐車場が集中して。それは

もう今から調ぶって言うばってん、それはも

う現実そがんだけん。だけん、競争原理に入

って、ある人から、一時みたいに――おれも

２つか３つ、関連というか、友達がやっとる

けど、もうそういう現状であるということは

もう認識しとってよかよ。おれもさっき言お

うかと思ったばってん、六本木ば売ったぐら

いだけん、これはちょっといろいろ考えてい

いんじゃないかな、という気もしないでもな

いよ、３千何百万ぐらいでなんだけん。 

 

○古里企業局次長 先ほどから出ております

従前の検討委員会の中で、まず、26年度にあ

り方も含めて検討するということになってお

ります。私どもとしては、やはりその間大変

貴重な収入源というふうな感じで考えており

ますので、できるだけ県営駐車場の強み――

例えば、ＵＤ化の関係で１台の車の駐車スペ

ースが大変ゆったりしております。これはや

はりターゲットとしては女性でございます。

それから、明るい、きれいであるというふう

なことをうたいつつ、お客様の増につながる

ようなことをやる、やっぱりどれだけ努力す

るか、それをきちんと私ども収入の増につな

げて、限度はあると思いますが、少しでもつ

なげていきたいというふうな感じで考えてい

るところでございます。 

 

○早川英明委員 有明工業用水ですけれど

も、今後の課題のところで、なかなか工業の

新たな進出を望めないということで、未利用

水がどんどんいくということでありますけれ

ども、今それぞれ先生方からおっしゃったよ

うに、もうとめれば一番いいんですけれど

も、なかなか工業も工業用水で賄っている現

状で、これはとめるということはできないと

いうことになれば、これはやはり、私わかり

ませんけれども、これはお聞きしますけれど

も、工業用水だけでなくして、いろんな多目

的な水に、特に飲料水あたりに使われぬもん

ですかね。そこあたりの検討はされたんです

かね。これは、してもこれはもう不可能でし

ょうか。 

 

○古里企業局次長 有明、八代についても、

既に上水道への転用を行っております。有明

工水の方が、荒尾・大牟田上水道に18年に転

用するということで約１万6,000トン、もう

既に転用をやっているところでございます。

そういう状況。それから、八代の方が、平成

11年から、宇城・上天草水道企業団の方に転

用を図っているというふうな状況でございま

す。 

 

○早川英明委員 その部分については、まだ

それが増加するという見込みはないわけです
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か。そのほかの市町村、市あたり、玉名とか

そういうところにはもう全然要らぬわけです

か。八代市以外のところには。 

 

○古里企業局次長 これは常時私どもはそう

いう働きかけ等を行っておりますが、玉名市

にしても八代市についても、やはり今の水道

源で十分間に合っていらっしゃるという状況

がございます。 

 

○早川英明委員 厳しいですね。 

 

○藤川隆夫委員長 よろしいですか。ほかに

はありませんか。 

  （｢はい」と呼ぶ者あり) 

○藤川隆夫委員長 それでは、これで企業局

の審査を終了いたします。 

 いろんな問題を抱えておりますので、ぜひ

解決へ向けて、難しいとは思いますけれども

頑張っていただければと思います。 

 以上です。 

 ここで、説明員の入れかえのため、10分間

休息をいたします。 

  午後２時３分休憩 

――――――――――――――― 

  午後２時12分開議 

○藤川隆夫委員長 それでは、委員会を再開

いたします。 

 それでは、これより病院局の審査を行いま

す。 

 まず、病院事業管理者から決算概要の説明

をお願いします。 

 

○横田病院事業管理者 病院事業管理者の横

田でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

 着座の上、説明させていただきます。 

 病院局の運営につきましては、かねてから

御指導いただきまして厚くお礼を申し上げま

す。 

 さて、平成22年度決算の説明に入らせてい

ただきます前に、前年度の決算委員会におけ

る施策推進上改善または検討を要する事項等

について、御報告をいたします。 

 まず、共通の項目では、当局において該当

はございませんが、今後も、引き続き滞納に

よる未収金が発生しない取り組み及び不適正

経理の再発防止に係る取り組みに努めてまい

ります。 

 なお、病院局に対しましては「常勤医師確

保及び中堅医師やコメディカルを含めた医療

マンパワーの養成に努めること。」という個

別の御指摘をいただいております。 

 医師確保対策につきましては、熊本大学や

県精神科病院協会等の協力により、常勤医師

５名、非常勤医師７名の体制を確保しており

ますが、中堅医師はいまだ不足の状況にあ

り、引き続き、関係機関に対し、常勤医師、

とりわけ中堅医師の派遣要請に努めていると

ころでございます。 

 また、医療マンパワーの養成につきまして

は、各職員の研修要望をもとにした年間研修

計画の策定、研修への参加及び院内研修内容

の充実など、研修体制の強化を図っておりま

す。 

 さらに、医師においては、指導医である院

長のもと、ＯＪＴによる研さんに努めてお

り、各コメディカルにおいても、中堅職員に

よる若手職員の育成、指導を行っておりま

す。 

 次に、こころの医療センターの状況につい

て御説明をいたします。 

 こころの医療センターは、精神保健及び精

神障害者福祉に関する法律に基づき設置しま

した精神科病院として、県民の皆様からのさ

まざまな要望にこたえるべく、県内精神科医

療の中核的機能を有する短期治療型の病院と

して医療活動に取り組んでいるところでござ

います。 

 しかし、国の医療費抑制策や全国的な医師
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の偏在等、病院を取り巻く環境は大変厳しい

状況にあります。 

 このような状況の中で、平成20年度に経営

基盤の強化や経営責任の明確化による効率的

な経営を目指し、県立こころの医療センター

の運営形態を地方公営企業法の全部適用に移

行するとともに、病院局を設置いたしまし

て、丸３年が経過をいたしました。 

 その間、平成21年度から24年度を計画期間

とする中期経営計画を策定しますとともに、

その年次実行計画であるアクションプランを

着実に推進することにより、県内精神科医療

のセーフティーネットの役割や先導的精神医

療の取り組みなど、県立病院としての使命や

役割を果たすべく努力を続けております。 

 平成22年度におきましては、当該アクショ

ンプランについて、これまでの進捗状況を踏

まえた見直しを行うとともに、外部委員によ

る運営評価委員会の設置、開催を初め、患者

満足度調査や外来待ち時間調査を実施し、改

善策の調査、検討を行いました。さらには、

経営参画意識の向上を図るため、職員経営研

修会の開催など、さまざまな取り組みを行い

ました。 

 医師確保対策につきましては、先ほど申し

上げましたとおり、常勤医師５名、非常勤医

師７名の体制を確保しております。 

 なお、経営面につきましても、これまで、

適切な入退院の実施や早期社会復帰に向けた

支援活動の一環であるデイケアや訪問看護、

あるいは外来診療の充実、その一方で、正規

職員の削減等による費用抑制など、収支両面

から改善に取り組んでまいりました。その結

果、経営収支は、平成15年度以降、毎年度純

利益を確保しております。 

 それでは、平成22年度決算の概要について

御説明いたします。 

 新規外来患者の抑制を段階的に解除したこ

と等により、前年度に比べまして、入院患者

及び外来患者がともに増加し、医業収益も増

加をいたしました。 

 一方、退職給与金や子ども手当の増に伴う

給与費の増等により、医業費用も増加いたし

ましたが、委託方法の見直しを初め経費節減

に努めた結果、決算額といたしましては、総

収益15億4,100万円余、総費用14億9,200万円

余で、差し引き4,800万円余の純利益を計上

いたしました。 

 今後の病院運営につきましては、中期経営

計画とその実行計画であるアクションプラン

を着実に推進し、医療サービスの向上や提供

体制の強化を図っていくこととしておりま

す。 

 また、平成22年８月に立ち上げました運営

評価委員会においては、経営や医療のあり方

について専門家等からさまざまな意見をいた

だいており、これらを踏まえ、関係機関とも

協議をしながら、引き続き県立病院としての

使命及び役割を果たすとともに、効率的な経

営基盤の強化に努めていくこととしておりま

す。 

 なお、平成22年度の決算の詳細につきまし

ては、総務経営課長から説明いたしますので

よろしく御審議のほどをお願い申し上げま

す。 

 

○藤川隆夫委員長 次に、監査委員から決算

審査意見の概要説明をお願いいたします。 

 

○角田監査委員 着座のまま説明をさせてい

ただきます。 

 お手元にあります平成22年度病院事業会計

決算審査意見書をお願いしたいと思います。 

 まず、１ページをごらんいただきたいと思

います。 

 病院事業会計につきましても、公営企業会

計と同様に審査を行ったところでございま

す。 

 審査の結果、決算書類は、経営成績及び財

政状態を適正に表示していることを確認いた
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しました。 

 それから、この１ページから８ページにか

けましては、病院の経営状況や財政状態につ

いて記載をしております。 

 次に、９ページをお願いいたします。 

 ここの審査の意見についてでございますけ

れども、病院事業につきましては、経営面で

は、厳しい状況の中、県内精神科医療機関の

セーフティーネットとしての役割を果たして

いくため、平成21年７月に作成しました中期

経営計画のアクションプランに基づき、経営

改善の取り組みを進めておられ、22年度決算

は、前年度を上回る黒字となっております。

しかしながら、患者数はアクションプランに

掲げた実行目標には届いておらず、医業収支

比率につきましては56.4％と、全国自治体精

神病院平均の67.4％を下回っているような状

況でございます。 

 また、21年度に引き続き医師不足の問題等

は解消されておらず、４病棟のうち休止して

いる１病棟、50床ございますけれども、この

１病棟の利活用の方向性もまだ決まっていな

いような状況でございます。今後の課題とい

たしましては、熊本大学はもとより、知事部

局と連携して、常勤医師の確保を図り、中堅

医師の養成に努めるとともに、職務執行上の

環境の整備、改善を図ることが必要であると

いうふうに考えております。 

 また、引き続きアクションプランを確実に

実施し、患者数及び医業収益のさらなる増加

に向け取り組む必要があり、外部評価委員会

から受けました提言等も反映させ、新たな政

策医療の導入を進めるとともに、休止中の病

棟の利活用について検討を早急に進める必要

があるということをここでは述べておりま

す。 

 以上が病院事業会計の決算審査意見の概要

でございます。 

 以上です。 

 

○藤川隆夫委員長 次に、総務経営課長から

決算資料の説明をお願いいたします。 

 

○田原総務経営課長 着座のまま御説明させ

ていただきます。 

 まず、決算状況の説明に入ります前に、本

年度の監査結果公表事項に対する対応状況に

ついて説明させていただきます。 

 お手元の資料、監査結果公表事項をごらん

ください。 

 指摘事項につきましては、職員の交通事故

等についてと長時間時間外勤務についての２

つの御指摘をいただきました。 

 まず、職員の交通事故等についてでござい

ますが、これにつきましては、局長初め各職

場の長が出席して毎月行っております職場連

絡会議において、飲酒運転の根絶、交通事故

防止及び交通ルールの遵守に関する注意喚起

を行うとともに、職員がかかわる事故や違反

の概況を報告するなど、再発防止に向けた取

り組みを徹底しているところでございます。 

 また、職員からの事故報告や熊本南警察署

から管内の死亡事故発生の速報があった際に

は、その翌日の早朝ミーティングにおいて素

早く注意喚起を行っております。 

 また、毎年秋の全国交通安全運動に合わせ

て、南警察署から講師を招き、当該地域にお

ける事故状況等を踏まえた注意喚起、飲酒運

転の根絶に向けた心構えなどを内容とする交

通安全研修を実施しております。この９月に

も実施をいたしまして、当院周辺の交通事故

状況を踏まえた講義を行っていただいたとこ

ろでございます。 

 このほか、人事担当者から全職員あてにメ

ールを出すときに、あわせまして、交通安全

に関する注意喚起を付記するといった工夫を

これからも継続して行ってまいりたいと思っ

ております。 

 次に、長時間時間外勤務についてでござい

ますが、特定の職員に業務が集中しないよう
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効率的な業務分担の見直しを行うとともに、

事務処理方法につきましても、可能な範囲で

事務の簡素化を行うなどの見直しを行ってお

ります。 

 ただ、このような取り組みを行ってもな

お、人員配置に比して業務量が過大になって

いる点につきましては、今後、関係部局と必

要な調整を行い、環境改善を図ってまいりた

いと考えております。 

 また、やむを得ず月80時間を超過する時間

外勤務を行った職員に対する産業医の面接に

つきましては、既に実施をしておりますが、

今後も健康指導の徹底を図ってまいります。 

 以上が、指摘事項への対応状況でございま

す。 

 また、先ほど角田監査委員から、決算審査

意見として、知事部局と連携した常勤医師の

確保や中堅医師の養成、職務遂行上の環境の

整備、改善、さらにはアクションプランの確

実な実施及び患者数及び医業収益のさらなる

増加、また外部評価委員会からの提言を反映

させた新たな政策医療の導入及び休止中の病

棟の利活用をとの御意見がございました。 

 医師確保対策につきましては、平成19年度

に常勤医師４名が退職し、一時期、常勤医師

は３名となりましたが、熊本大学等の協力に

よりまして、現在は常勤医師５名を確保して

いるところでございます。今後も引き続き、

関係各機関等に対し、常勤医師、とりわけ中

堅医師の派遣要請を行うとともに、県ドクタ

ーバンクへの登録、ホームページでの募集を

行うなど、医師確保に努めていきたいと考え

ております。 

 業務遂行上の環境の整備改善につきまして

は、まず、現在不足しております看護師の確

保対策としましても、知事部局と連携した常

勤看護師の中途採用並びに新規採用を行うと

ともに、非常勤看護師の臨機の補充により充

足を図ってまいります。 

 また、医師や看護師等の派遣研修、学会及

び院外研修会等に積極的に参加できるよう

に、さらに勤務体系を整備して、職員の資質

向上にもなお一層努めてまいります。 

 次に、アクションプランの確実な実施、医

業収益のさらなる増加、外部評価委員会から

の提言を反映させた新たな政策医療の導入及

び休止中の病棟の利活用についてでございま

す。 

 アクションプランにつきましては、着実に

実施をしておりますが、さらなる医療サービ

スの質の向上、医療提供体制の強化を図り、

患者数の増加、ひいては医業収益の増加につ

なげてまいりたいと考えております。 

 また、ことし８月に第２回目となります外

部委員による運営評価委員会を開催いたしま

したが、その際にもさまざまな意見をいただ

きました。新たな政策医療につきましても、

アクションプランに例示しております思春期

医療や地域での生活を支援するプログラムな

どについて、関係機関との協議を行いなが

ら、検討を進めてまいりたいと思っておりま

す。 

 それにあわせまして、休止中の病棟の利活

用についても、できるだけ早期に始動できる

ように検討を深めてまいりたいと考えており

ます。 

 続きまして、決算の状況を説明いたしま

す。 

 本日お配りしております資料のうち、決算

特別委員会説明資料を中心に御説明させてい

ただきたいと存じます。 

 決算特別委員会説明資料の１ページをごら

んいただきたいと思います。 

 病院の概要についてでございます。 

 当院は、昭和50年に富合病院として設立を

いたしまして、平成９年度に全面建てかえを

行い、名称も県立こころの医療センターと改

名し、運営をいたしております。 

 本院は精神科病院で、病床数は200床でご

ざいますが、うち10床は、肺結核合併症患者
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のための病床でございます。平成20年４月以

降、老人治療病棟50床を休止しており、現在

は150床で運営をいたしております。 

 診療科目は、そこに記載をしております４

科目でございます。 

 設置根拠といたしましては、精神保健福祉

法に基づきまして、県に設置が義務づけられ

ている精神科病院でございます。 

 また、経営の形態につきましては、平成20

年４月から地方公営企業法の全部適用という

形で運営をいたしております。 

 なお、こころの医療センターでは、４つの

基本理念を掲げて医療活動を行っておりま

す。 

 まず、県内精神科医療の中核的機能を有す

る短期治療型の病院、政策的医療を中心とし

た高度医療サービスを提供する病院、利用者

の人権に配慮したアメニティーに富んだ病院

及び地域とのつながりを持った開放的な明る

い病院という４つの理念でございます。 

 このような基本理念のもと、その下の四角

囲みにあります医療活動を行っております。

 まず、至適入院、これは、入院が必要な患

者様に対してのみ入院をさせていくというこ

との実践でございます。 

 それから、当院の特徴と言えますが、重大

な犯罪を犯した精神障害者、措置入院患者の

治療を行っております。措置患者の受け入れ

状況につきましては、平成22年度末時点で11

人でございまして、数といたしましては県内

１位となっております。 

 それから３番目、覚せい剤、アルコール等

の薬物中毒・依存症などの専門治療も行って

おります。 

 また、当院は、他医療機関からの治療困難

患者の受け入れも行っておりまして、入院患

者の４割強が依頼・紹介患者でございます。 

 ２ページをお願いいたします。 

 ５番目、熊本県精神科救急医療システム整

備事業におきまして、当病院には、精神科医

療指定病院及び精神科後方病院としての役割

を担っております。 

 また、24時間対応の診療体制をとっており

まして、平成22年度は、時間外の入院患者数

37人という状況でございました。 

 そのほか、精神科デイケア、精神科作業療

法、夜間外来といった形でも診療の充実を図

っております。 

 それから、患者家族会によります共同住居

８カ所の運営などによる社会復帰の支援活

動、さらにはグラウンドの無料開放など、施

設設備の地域への開放を行っております。 

 その下の下段につきましては、病院局の組

織図をお示ししております。 

 現在、病院事業管理者、院長以下81名で医

療活動等に取り組んでおります。 

 ３ページをお願いいたします。 

 平成22年度の医療の状況でございます。 

 図１に示しておりますが、新病院に移行し

ました平成９年度以降入院患者数は増加して

まいりましたが、平成20年の医師の不足によ

りまして50床を休止したこと、またそれにあ

わせて新規外来患者の受診を抑制しましたこ

とから、平成20年に入院患者数は大きく減少

いたしております。ただ、これにつきまして

は、平成21年度から、医師の勤務状況を踏ま

えながら、新規外来患者の抑制を段階的に解

除する取り組みを進めておりまして、平成22

年度は78.3％の病床利用率になっておりま

す。 

 なお、図２でお示ししております入院患者

の平均在院日数につきましては138.9日とい

うことで、県内の平均であります305日と比

較いたしますと、非常に短い在院日数となっ

ているところでございます。 

 ４ページをお願いいたします。 

 外来患者の状況でございますが、こちらも

平成９年度以降増加をしておりましたが、や

はり平成20年１月以降医師の不足によりまし

て新規外来患者を抑制したことから、平成20
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年度は１日平均外来患者数98.7人に減少をい

たしました。ただ、これも、先ほど御説明い

たしましたとおり、新規外来患者の抑制を段

階的に解除する取り組みを進めており、平成

22年度は93.3人と、若干ではございますが、

回復傾向にあるところでございます。 

 次に、経営の状況でございます。 

 まず、決算の状況でございますが、先ほど

局長からも御説明申し上げたとおり、平成22

年度の決算につきましては、総収益15億4,10

0万円余に対しまして総費用は14億9,200万円

余、差し引き4,800万円余の黒字となりまし

た。 

 収入のうち医業収益は７億8,000万円余、

対前年度比で2,900万円余の増ということで

ございます。これは、入院患者、外来患者の

増によるものでございます。それから、医業

外収益は７億6,100万円余と対前年度比300万

円余の増となりました。これは一般会計から

の繰入金の増によるものでございます。 

 それから、医業費用につきましては13億8,

500万円余、対前年度比2,700万円余の増とな

りましたが、これは、看護師等の退職により

ます退職給与金の増、それから子ども手当の

増による増でございます。 

 ５ページをお願いいたします。 

 表１の決算の状況は、ただいま御説明いた

しました決算状況について詳細に表にまとめ

たものでございます。 

 それから、一般会計からの繰入金について

でございますが、一番下の表２で整理をして

おります。前年度比で１億6,500万円余の増

の９億800万円余となっておりますが、この

うち資本的収入の１億5,900万円余は、国の

経済対策に伴う施設整備の財源として繰り入

れたものでございまして、外壁等の改修及び

医療機器の整備等を行うものでございます。 

 ６ページをお願いいたします。 

 図４をごらんいただきたいと思います。 

 各年度の決算額の推移ということでござい

ますが、純損益及び累積欠損金をグラフ化し

ております。平成14年度に16億以上ございま

した累積欠損金も年度を追うごとに減少して

おりまして、今回の純利益4,899万円を充て

まして、現在約８億1,800万円と減少を続け

ております。 

 それから、図５の人件費及び医業収益に対

する人件費比率の推移でございますが、人件

費につきましては、病床の休床に伴い減少し

たところでございますが、医業収益に対する

人件費比率は118.5％ということで、医業収

益よりも人件費が高いという点は恒常的に続

いているという状況でございます。 

 ７ページをごらんください。 

 経営目標と実績値の比較でございますが、

当院では、平成21年３月に中期経営計画とい

うものを策定いたしまして、そこで経営の目

標値を定めております。表３にございますと

おり、１日の入院患者数の経営目標値を133.

0人と掲げておりますが、平成22年度の実績

は117.4人でございました。 

 そのほか、外来患者数、デイケア件数、作

業療法件数と、経営目標値を掲げております

が、この経営目標値の中で達成できましたの

はデイケア件数だけでございました。ただ、

作業療法件数につきましては96.6％と、経営

目標値に近い実績値を残したところでござい

ます。 

 今後も、医師の確保、とりわけ中堅医師の

確保と養成に努めてまいりますとともに、中

期経営計画の達成に向けた取り組みを継続し

てまいりたいと思っております。 

 説明は以上でございます。御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

 

○藤川隆夫委員長 以上で病院局の説明が終

わりましたので、質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 

○城下広作委員 やっぱり医師の確保、どう
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にかめどは立たないんですか、やっぱり。 

 

○田原総務経営課長 一応これにつきまして

は、熊本大学医学部の方といろいろ毎年御相

談はしております。ただ、やはりちょっと医

局の方も、やはり人員のやりくりにつきまし

てはちょっと苦労されているということを聞

いております。 

 

○城下広作委員 しっかり頑張って、もうお

願いするしかないですね、やっぱりもう。 

 

○村上寅美委員 もう発言せぬつもりだった

ばってん、やっぱり決算委員会だから指摘は

指摘、努力は努力としてあれせにゃいかぬけ

れども、やっぱり僕はもう前この委員長しと

ったころから、集中的にやって、相当改善が

されたことは認めます。院長を中心に努力も

されているということも報告も聞いておりま

す。そういう点はあれだけれども、そういう

点から、いま一つ言ったのは、さっきちょっ

と言ったけれども50床というのが20年からず

っと遊んどる状況だな。だから、その中での

この運営だもんだから、どうしても比率がそ

の分収益になってこぬからね、50床遊んどる

わけだから。医師の確保も相当大変だろうと

思うけど、熊大にお願いしとる。お願いしと

るけん来るわけじゃないけど、だけん、やっ

ぱり抜本改革ということが１つ残るわけたい

ね、この現状では。 

 というのは、やっぱり一番の問題は一般財

源の繰り入れが落ちとらぬわけたいね。経済

対策は別にしてもいいから、別にしてもいい

けど、だから、これがやっぱり県政の中でも

僕らも給料減ずられよるけんね。そういう現

状で熊本県もやっぱり一般財源を投資してる

という形で、これが落ちないということは

ね、これが１つ。 

 だから、トータルで言うと、戦術的に言え

ば、50床を生かすことを考えないといかぬの

じゃないかなと思うわけだね。その辺どうで

すか。なかなかだからと言うならば、抜本的

なことを考えなくちゃいかぬということだけ

ど、相当努力は認めるよ、前からすれば。努

力しとりますじゃあ、これはもう一緒だけ

ん。だけん、マニュアルつくって目標掲げて

ね……。 

 

○横田病院事業管理者 今、新たな政策医療

の部分というのを検討しながら、この50床の

部分、どうにか活用できないかということ

で、今いろいろ考えております。なかなか今

すぐお答えできない状態ですけれども、でき

るだけそういう早い時期に……。 

 

○村上寅美委員 強く要望しとくよ。 

 

○横田病院事業管理者 はい。お答えできる

ようにしたいと思っております。 

 

○藤川隆夫委員長 わかりました。 

 それでは、ほかに。 

 

○田代国広委員 これ見て、初めて公立で病

院が義務づけられていると知ったわけなんで

すが、実は、何で今まで県がこういった病院

経営に手を出すかと、いささか疑問に思って

いたんですよ。ところが、これ見て初めて知

りまして、大変恥ずかしいんですけれども、

今の一般会計の繰り入れの件が出ましたが、

国が義務づけておるならば、経営の形態は企

業法になっていますけれども、そういった繰

り入れに対する国の交付税措置とか、そうい

ったのは全くないわけですか。 

 

○田原総務経営課長 一応この病院の事業の

経営につきましては、地方公営企業法という

のがございまして、一応その中である程度繰

入金というのを認める制度になっておりま

す。それに伴いまして地方交付税の方でも一

 - 38 -



第３回 熊本県議会 決算特別委員会会議記録（平成23年10月14日) 

応措置をされておりますし、地財計画でもこ

の病院への繰入金というのは一応計画されて

いるということでございます。ですから、そ

ういったものに基づきまして、一応繰入金を

いただいているというふうな状況にはなって

おります。 

 

○村上寅美委員 それはいかぬよ、あんたの

言い方。それは、そがんなら繰り入れで…

…。 

 

○藤川隆夫委員長 まず、ちょっと。田代委

員。 

 

○田代国広委員 経営が将来にわたって決し

て楽観を許さないような状況じゃないかと思

うわけですが、地域によって、例えば、都会

の自治体とか、あるいは地方の自治体によっ

て経営のありようが違うというようなことは

当然考えられるわけでございますし、恐らく

本県の場合は、そういった地方の自治体とし

ての受けとめ方をしていいと思いますので、

大変厳しい、将来にわたって経営が続くよう

な気がするんですけれども、そういった将来

に対する不安と申しますか、そういったもの

は考えなくていいんですかね。 

 

○田原総務経営課長 確かに、先ほどちょっ

と御説明いたしましたが、一応医業収益で人

件費を賄えてないというふうな状況でござい

まして、経営的に言えば、本当に繰入金がな

いと病院自体が立っていかないというふうな

状況でございます。 

 ただ、そういった中で、やはりいろいろ経

費節減、人件費の削減というものについて

は、これからも病院として一生懸命取り組ん

でまいりたいと思っているところでございま

す。 

 

○田代国広委員 もう１点、いいですか。 

 

○藤川隆夫委員長 どうぞ。 

 

○田代国広委員 他県の場合、例えば都市部

の自治体においては、全く繰り入れしなくて

も、いわゆる独立採算でやっていっているよ

うな自治体もありますかね。 

 

○田原総務経営課長 今のところ繰入金なく

て一応公立病院としてやっていけているとい

うところは、ちょっと私は知りません。た

だ、ほかの都道府県の病院につきましては、

やはり――私どもは精神科病院という、いわ

ゆる単科病院になりますけれども、ほかの自

治体では結構総合病院ということで、内科、

外科、いろんなそういったところで、手術と

かそういったところで点数を稼げるような、

一応総合病院というのが多うございます。で

すから、繰入金の多寡につきましては、それ

ぞれでやはり違うということは言えるかと思

います。 

 

○村上寅美委員 君にちょっと尋ねるけど、

努力は努力としても、じゃあ、ほかの県も黒

字はないと思うたい、大体一般的には。た

だ、やっぱり説明を課長がしたように、やっ

ぱり人件費あたりが、非常に人件費比率が高

いと。だけん、こういう高いのもこの50床の

影響があるのかなとも思うし、これが稼ぎお

れば、また相当変わってくる決算になりゃせ

んかと思うたいね、トータルで。だから、そ

ういう点もあるかなと思うけれども、やっぱ

り精神科一本と君も言ったけれども、精神科

一本の病院も民間にあるんだよ、熊本にも。

そういうところはどうしているか、それじゃ

あ。だから、そういうところと、我々は民間

だから、民間と比較をするから、やっぱり行

政に甘んじとるわけじゃないけれども、そこ

はやっぱり一般財源が入ることが当然じゃな

いかというような態度なら、これはいかぬ
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ぞ。抜本的にやりかえないと。やりかえでき

るよ、本当に。黒字化できるよ、あれすんな

ら。 

 だから、20年の僕のときもそうだったか

ら、これを生かして努力してくれという話を

ずっとしとったし、おれ、視察も２回ぐらい

したんだから、現場を。それで大分変わって

ね、明るくなっとるし、よくなっているなと

いうことで、きょうも何も発言しないつもり

だったけど、やっぱりこの課長の説明がそう

いうことであるなら、それは抜本的なことを

また考え直さないかぬというふうに思っただ

けです。もう答弁要らない。要望でよか。 

 

○藤川隆夫委員長 わかりました。 

 

○松岡徹委員 今話があって、私も花輪先生

のころ視察に行ったことがあって、自治体病

院の倫理綱領というのを読んだことがあると

ですけど、やっぱり地域に不足した医療に積

極的に取り組むと。この点では、まさにここ

ろの医療センターは、そういう立場で頑張っ

てこられて、経営改善にも努力されているこ

とについては敬意を表したいと思います。 

 そして、今確認があったように、医師の確

保はぜひ何とか突破できればいいなと思いま

すけど、２つだけちょっと質問したいと思い

ますが、この年度の国の予算でよく言われた

のは、診療報酬はかなり引き上げ、予算組み

ましたという話があったんですけれども、実

際調べてみると、薬価の関係とか何かで大し

て末端の診療報酬は上がっていないというこ

とが言われたんですけれども、この医業収入

の中で診療報酬の引き上げは少しはプラスに

なったのかな、余りなってないんじゃないか

と思いますが、その点はいかがかと。 

 それから、交付税の問題で、普通交付税に

病床の充足率というか、それを掛けてやるよ

うな仕組みになっていると思うんですよ。私

はこれは、交付税の本来のあり方からして、

財政調整機能とか財源保障機能、これが交付

税なんで、一番やっぱり弱いところに、いわ

ばそれを掛けて算定するというのはそもそも

おかしいなと思っているんですけれども、病

院経営をなさっている皆さんの立場から見

て、その２点については、22年度はいかがだ

ったのかなと、ちょっと教えていただければ

と思います。 

 

○田原総務経営課長 最初に、診療報酬改定

の影響でございますが、一応これにつきまし

ては、当病院におきましては一応800万ほど

の増収効果が……。 

 

○松岡徹委員 そがん上がったですか。 

 

○田原総務経営課長 はい、少しは上がって

いるということでございます。 

 それから、地方交付税措置でございます

が、以前のことはちょっとよくわかりません

が、現在は病床割といいますか、一応病床数

に応じて交付税単価というのは定めていると

いうような感じでございます。 

 

○松岡徹委員 病床の充足率というのは掛け

てないんですか。たしかそうなっているはず

だと思います。 

 

○田原総務経営課長 はい。 

 

○松岡徹委員 これはやっぱり現場からも、

それはちょっと声を上げて、国に。そういう

こそくなことをしないで、やっぱり交付税の

本来のあり方で算定するというふうにすべき

じゃないかなとかねがね思っているもんです

から、ちょっと申し上げておきたいと思いま

す。 

 

○早川英明委員 私も、さきにおっしゃいま

したけれども、それに少し関連ですが、皆さ
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ん方、わからぬかというふうに思いますけれ

ども、これは財政課に聞かにゃわからぬとか

なと思いますけれども、実際この県立病院に

対して交付税が大体どのくらいきよっとです

かね。 

 

○田原総務経営課長 一応私どもがいただい

ております繰入金に対して約半分ぐらいと聞

いております。交付税として措置されている

のは半分ぐらいと聞いております。 

 

○早川英明委員 ということは、ここに繰り

入れを一般会計からされとる分の半分という

ことですかね。実際この、今の繰入金の半分

が一般会計から出ておるという計算になるわ

けですね。 

 

○田原総務経営課長 単純にいえば、そうな

ります。 

 

○藤川隆夫委員長 早川委員、よろしいです

か。 

 

○早川英明委員 はい。 

 

○藤川隆夫委員長 ほかにはありませんか

ね。 

 なければ、これで病院局の審査を終了いた

します。 

 ただ、今各委員から指摘がありました医師

の確保の件、また、一般会計からの繰入金が

入っているということを重々認識しながらの

運営に当たっていただきたいという話もあり

ましたので、その部分も踏まえて病院局の経

営を行っていただければと思います。 

 御苦労さまでございました。 

 次に、次回は第４回委員会となりますが、

10月24日月曜日午前10時に開会し、環境生活

部と教育委員会の審査を行うこととしており

ますので、御協力をよろしくお願いを申し上

げます。 

 それでは、これをもちまして第３回決算特

別委員会を閉会いたします。 

 本日は御苦労さまでございました。 

  午後２時49分閉会 
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